
 

 

越前おおの高齢者福祉計画 

第８期介護保険事業計画 

（令和３年度～５年度）  

（案） 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

大野市 

資料１ 



 1

目  次 

 

第１章 計画の概要 
１ 計画策定の趣旨と背景 ............................................................................................................................................. 3 
２ 計画の性格 .................................................................................................................................................................... 3 
３ 計画の期間 .................................................................................................................................................................... 4 
４ 計画の策定方法 .......................................................................................................................................................... 5 
５ 計画の進行管理および検証 ................................................................................................................................... 5 

第２章 高齢者をめぐる現状 
１ 人口構造 ......................................................................................................................................................................... 6 
２ 世帯の状況 .................................................................................................................................................................... 8 
３ 介護保険被保険者の状況 ...................................................................................................................................... 9 
４ 要介護認定者の状況 .............................................................................................................................................. 11 
５ 高齢者の医療受診状況 ......................................................................................................................................... 16 
６ 高齢者のいる世帯の住居の状況 ....................................................................................................................... 17 
７ 高齢者の就業状況 ................................................................................................................................................... 18 
８ 第８期介護保険事業計画の基本指針 ............................................................................................................. 19 

第３章 基本的な政策の目標と重点課題 
１ 基本目標 ....................................................................................................................................................................... 21 
２ 重点課題と課題克服のための取組方針 ........................................................................................................ 22 

第４章 介護保険サービスの充実 
１ 第７期介護保険事業計画の進捗状況 ............................................................................................................. 25 
２ サービスの現状と目標 ............................................................................................................................................ 27 
３ 地域密着型サービスの推進 ................................................................................................................................. 47 
４ 地域支援事業の推進 .............................................................................................................................................. 57 
５ 目標達成のための方策 ......................................................................................................................................... 69 
６ 介護保険の事業量の見込み ............................................................................................................................... 71 
７ 推進体制の整備........................................................................................................................................................ 73 

第５章 介護保険外の保健サービスの充実 
１ 保健サービスの充実 ................................................................................................................................................ 76 

第６章 介護保険外の福祉サービスの充実 
１ 介護保険自立者対策 .............................................................................................................................................. 81 
２ 介護保険法定外対策 .............................................................................................................................................. 82 
３ 施設サービスの充実 ................................................................................................................................................ 83 
４ 認知症高齢者対策の充実 .................................................................................................................................... 84 

第７章 高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進 
１ 生涯学習・生涯スポーツの推進 .......................................................................................................................... 86 



 2

２ 就労の場の提供 ........................................................................................................................................................ 87 
３ 交流活動の充実 ........................................................................................................................................................ 88 

第８章 支援環境の整備 
１ 福祉教育の振興、広報活動の充実 .................................................................................................................. 89 
２ 保健・医療・福祉サービスの提供 ....................................................................................................................... 89 
３ 居住・生活環境の整備 ............................................................................................................................................ 90 
４ 支援体制の整備 ........................................................................................................................................................ 91 
５ 地域福祉の充実 ........................................................................................................................................................ 93 



 3

第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨と背景 

  高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、老人福祉法および介護保険法の規定に基づき、

高齢化が急激に進行する中、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加、さらには認

知症高齢者の増加など高齢者を取り巻くさまざまな課題に的確に対応し、「人生１００年時

代」に備え、高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる生涯活躍社会を実現す

るため策定します。 

  越前おおの高齢者福祉計画（第８期介護保険事業計画「令和３～５年度」）は、越前おお

の高齢者福祉計画（第７期介護保険事業計画「平成３０～令和２年度」）を継承しつつ、国

の介護保険制度改正に対応するとともに、これまでの施策の実施状況や新たな課題などを

踏まえ、今後３年間に取り組む施策を明らかにしています。 

 

２ 計画の性格 

  高齢者福祉計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、老人福祉法第２０条の８の

規定に基づき策定する計画です。策定に当たっては、高齢社会対策を総合的に推進するた

め定められた高齢社会対策基本法などの趣旨も踏まえています。 

  また、介護保険事業計画は、介護保険事業に係る保険給付を円滑に実施するため介護保

険法第１１７条の規定に基づき策定する計画です。 

  高齢者の保健福祉施策の総合的推進を図るため、両計画を一体的な計画として策定しま

す。 

本計画は、国・県の関連計画の動向を踏まえながら、第六次大野市総合計画前期基本計

画（計画期間：令和３～７年度）や、第四次大野市地域福祉計画（計画期間：令和３～７

年度）との整合性を保ちながら策定します。 

  さらに、本市の高齢者福祉を持続的に推進していくため、国際社会共通の目標である「持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）※」が目指す、「誰一人取り残さない」社会の実現を高齢者

福祉の視点に取り入れ、地域力を生かし、社会的孤立や排除を防ぎ、支え合いの地域を作

ることで、高齢者の健康と福祉の増進を目指します。 

 

※ＳＤＧｓ 

 「ＳＤＧｓ（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持

続可能な開発目標）」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で、

世界のリーダーによって決められた、2030年までに達成すべき国際目標で、すべ

ての国が取り組むべき17の目標と169のターゲットが定められています。 
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３ 計画の期間 

  本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

  この計画期間は、介護保険事業計画が介護保険法の規定により、３年を１期としているこ

とから、これに合わせています。 

  第８期介護保険事業計画は、いわゆる団塊の世代が全て後期高齢者となる令和７年（２０

２５年）といわゆる団塊ジュニア世代が全て６５歳以上の前期高齢者となる令和２２年（２

０４０年）に向けて、第５期計画で開始した地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ、

これを深化推進させていくための計画となります。 

  また、令和２２年（２０４０年）に向けてのサービスの充実の方向性など、長期的な視野

に立った施策の展開を図る期間となります。 
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４ 計画の策定方法 

（１）高齢者福祉計画策定委員会などにおける審議 

   本計画は高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定する必要があることから、

高齢者福祉計画策定委員会と介護保険運営協議会を並行して開催し、審議してきました。 

   また、市民と行政が一体となった取り組みが極めて重要なことから、策定委員に有識

者や各種団体、公募による一般市民などが入り、計画の策定過程での市民参加を積極的

に推進しました。 

（２）市民のニーズ調査 

   本計画の策定に当たっては、高齢者の実態および地域支援事業の需要を把握するため、

在宅の要介護認定者に対する「在宅介護実態調査」、在宅の要支援認定者および一般高齢

者（65歳以上で、介護サービスを利用している人および老人福祉施設に入所している人

を除く）に対する「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施しました。 

（３）パブリックコメントの実施 

   本計画案を公表し、広く市民などからの意見を募集しました。 

（４）市民説明会の開催 

   各公民館単位で市民説明会を実施し、計画の周知に努めます。 

５ 計画の進行管理および検証 

   本計画を円滑・確実に実施するため、大野市介護保険運営協議会において、事業の進

捗状況を管理し、事業内容や効果について検証します。 
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第２章 高齢者をめぐる現状 

１ 人口構造 

（１）人口推移 

   平成２７年度から令和２年度までの５年間で、人口は２，３９６人（６．８４％）減

少していますが、６５歳以上人口は３８１人（３．３５％）増加しています。 

   平成２７年度以降令和２年度までは、団塊の世代が６５歳となったことから、前期高

齢者数の伸びが大きくなっています。 

また、平成２８年度以降増加で推移していた後期高齢者数が、令和元年度以降は、減

少しています。 

 

 <表>大野市における年齢構成の推移（各年度4月1日現在）        （単位：人） 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

総人口 35,026 34,626 34,202 33,735 33,249 32,630 

40 歳以上 

22,685 22,549 22,425 22,273 22,139 21,889 

64.77％ 65.12％ 65.57％ 66.02％ 66.59％ 67.08％ 

65 歳以上 

11,374 11,489 11,601 11,759 11,806 11,755 

32.47％ 33.18％ 33.92％ 34,86％ 35.51％ 36.03％ 

（内 

訳
） 

（前期高齢者） 
65 歳～74 歳 

5,161 5,210 5,282 5,400 5,458 5,483 

45.38％ 45.35％ 45.53％ 45.92％ 46.23％ 46.64％ 

（後期高齢者） 
75 歳～ 

6,213 6,279 6,319 6,359 6,348 6,272 

54.62％ 54.65％ 54.47％ 54.08％ 53.77％ 53.36％ 

注記：人口は住民基本台帳人口 

      40歳以上および65歳以上の区分欄は上段が人口、下段が総人口に対する割合。内訳の％は65歳以上の人口

に対する割合 

 

 

（２）人口推計 

   人口は住民基本台帳人口を基礎数値として、独自に推計しました。 

   令和５年には、総人口３１，２５９人、高齢者人口１１，６３６人、高齢化率３７．

２２％になる見通しとなっています。 

 



 7

 <表>人口推計                            （単位：人） 

区 分 
令和 3年度 

（2021 年） 

令和 4年度 

（2022 年） 

令和 5年度 

（2023 年） 

令和 7年度 

（2025 年） 

令和 22 年度 

（2040 年） 

総人口 32,172 31,717 31,259 30,345 21,854 

40 歳以上 

 

21,665 21,444 21,219 20,773 15,867 

67.34％ 67.61% 67.88% 68.46% 72.60% 

65 歳以上 

11,716 11,676 11,636 11,556 9,377 

36.42% 36.81% 37.22% 38.08% 42.91% 

（内
訳
） 

（前期高齢者） 
65 歳～74 歳 

5,381 5,279 5,177 4,971 3,276 

45.93% 45.21% 44.49% 43.02% 34.94% 

（後期高齢者） 
75 歳～ 

6,335 6,397 6,459 6,585 6,101 

54.07% 54.79% 55.51% 56.98% 65.06% 

    注記：人口は住民基本台帳人口を基礎数値として独自に推計 

       40歳以上および65歳以上の区分欄は上段が人口、下段が総人口に対する割合。内訳の％は65歳以

上の人口に対する割合 

 
 
 <図>総人口および高齢化率の推移 
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２ 世帯の状況 

 ６５歳以上の高齢者のいる世帯は、平成２７年で６，９６７世帯、全世帯の６５．４％を

占めています。そのうち高齢者一人暮らし世帯は１，１８１世帯で、高齢者がいる世帯全体

の１７．０％を占めています。 

 高齢者のいる世帯、高齢者一人暮らし世帯とも、年々、割合が高くなっています。 

 

 <表>高齢者等のいる世帯の推移                    （単位：世帯） 

区 分 昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総世帯※1 10,853 10,723 10,833 11,113 11,187 10,813 10,652 

高齢者のい

る世帯※2 

4,489 5,028 5,776 6,356 6,636 6,764 6,967 

41.4% 46.9% 53.3% 57.2% 59.3% 62.6% 65.4% 

一人暮らし

世帯※3 

327 472 575 728 839 986 1,181 

3.0% 4.4% 5.3% 6.6% 7.5% 9.1% 11.1% 

7.3% 9.4% 10.0% 11.5% 12.6% 14.6% 17.0% 

夫婦のみ世

帯※4 

444 576 807 1,070 1,231 1,261 1,506 

4.1% 5.4% 7.4% 9.6% 11.0% 11.7% 14.1% 

9.9% 11.5% 14.0% 16.8% 18.6% 18.6% 21.6% 

同居世帯 

3,718 3,980 4,394 4,558 4,566 4,517 4,280 

34.3% 37.1% 40.6% 41.0% 40.8% 41.8% 40.2% 

82.8% 79.1% 76.0% 71.7% 68.8% 66.8% 61.4% 

     資料：国勢調査。昭和60年～平成17年は旧和泉村を含む。 

     注記：※1：施設などの入所世帯は除く。   ※2：65歳以上の親族がいる一般世帯 

        ※3：65歳以上の一人暮らし高齢者世帯 ※4：夫婦のいずれか又は両方が65歳以上である世帯 

        中段：総世帯に対する割合       下段：高齢者のいる世帯に対する割合 

 

 <図>高齢者等のいる世帯の状況の推移 
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３ 介護保険被保険者の状況 

（１）介護保険被保険者の現状 

   介護保険の対象者となる第１号被保険者（６５歳～）の保険料率区分とその人数およ

び第２号被保険者（４０歳～６４歳）数は次のとおりです。 

   構成比では、基準額の第５段階が最も多く、次に第６段階が多くなっています。 

   なお、令和元年１０月からの消費税率引き上げに伴う軽減措置により、第１段階～第

３段階の介護保険料が減額されています。 

 <表>介護保険被保険者の現状                      （単位：人） 

区   分 
平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

第
１
号
被
保
険
者 

第 1段階 

基準額×0.3 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の人 

・市民税非課税世帯で本人の前年の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の人 

954 909 848 

8.1% 7.7% 7.3% 

第 2 段階 

基準額×0.5 

・市民税非課税世帯で本人の前年の課税年金収

入額と合計所得金額の合計が 80 万円を超え

120 万円以下の人 

838 829 842 

7.2% 7.1% 7.2% 

第 3 段階 

基準額×0.7 

・市民税非課税世帯で本人の前年の課税年金収

入額と合計所得金額の合計が 120 万円を超え

る人 

903 935 968 

7.7% 8.0% 8.3% 

第 4 段階 

基準額×0.9 

・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税

非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金

額の合計が 80 万円以下の人 

1,159 1,068 999 

9.9% 9.1% 8.5% 

第 5 段階 

基準額 6,000 円 

・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税

非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金

額の合計が 80 万円を超える人 

3,124 3,143 3,104 

26.7% 26.8% 26.6% 

第 6 段階 

基準額×1.2 

・本人が市民税課税で前年の合計所得金額 

が 120 万円未満の人 

2,229 2,288 2,241 

19.0% 19.5% 19.2% 

第 7 段階 

基準額×1.3 

・本人が市民税課税で前年の合計所得金額 

が 120 万円以上 200 万円未満の人 

1,388 1,402 1,403 

11.9% 12.0% 12.0% 

第 8 段階 

基準額×1.5 

・本人が市民税課税で前年の合計所得金額 

が 200 万円以上の 300 万円未満の人 

597 603 680 

5.1% 5.1% 5.8% 

第 9 段階 

基準額×1.7 

・本人が市民税課税で前年の合計所得金額 

が 300 万円以上の 500 万円未満の人 

360 384 415 

3.1% 3.3% 3.6% 

第 10 段階 

基準額×1.75 
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額 

が 500 万円以上の人 

155 164 180 

1.3% 1.4% 1.5% 

小  計 11,707 11,725 11,680 

第 2号被保険者 10,514 10,333 10,134 

合  計 22,221 22,058 21,814 

     注記：第1号被保険者：介護保険料所得段階別被保険者数集計表より 

        第2号被保険者：40歳～64歳の住民基本台帳人口 

        上段：人数 下段：各段階の第１号被保険者数に対する割合 
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（２）介護保険被保険者の推計 

   各年度の介護保険被保険者数の段階別推計は、以下のとおりです。 

 <表>介護保険被保険者の推計                         （単位：人） 

区   分 
令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

第
１
号
被
保
険
者 

第 1段階 

基準額×0.3 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で市民税非課

税世帯の人 

・市民税非課税世帯で本人の前年の課

税年金収入額と合計所得金額の合計

が 80 万円以下の人 

861 858 855 849 689 

7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 

第 2 段階 

基準額×0.5 

・市民税非課税世帯で本人の前年の

課税年金収入額と合計所得金額の

合計が80万円を超え120万円以下

の人 

848 845 842 837 679 

7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 

第 3 段階 

基準額×0.7 

・市民税非課税世帯で本人の前年の

課税年金収入額と合計所得金額の

合計が 120 万円を超える人 

983 980 976 969 787 

8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 

第 4 段階 

基準額×0.9 

・世帯に市民税課税者がいるが、本

人は市民税非課税で前年の課税年

金収入額と合計所得金額の合計が

80 万円以下の人 

994 990 987 980 795 

8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 

第 5 段階 

基準額 6,000円 

・世帯に市民税課税者がいるが、本

人は市民税非課税で前年の課税年

金収入額と合計所得金額の合計が

80 万円を超える人 

3,143 3,133 3,122 3,100 2,516 

26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 

第 6 段階 

基準額×1.2 

・本人が市民税課税で前年の合計所

得金額が 120 万円未満の人 

2,230 2,222 2,214 2,199 1,784 

19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 

第 7 段階 

基準額×1.3 

・本人が市民税課税で前年の合計所

得金額が 120 万円以上 210 万円未

満の人 

1,493 1,488 1,483 1,473 1,194 

12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 

第 8 段階 

基準額×1.5 

・本人が市民税課税で前年の合計所

得金額が 210 万円以上 320 万円未

満の人 

667 664 662 658 534 

5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 

第 9 段階 

基準額×1.7 

・本人が市民税課税で前年の合計所

得金額が 320 万円以上 500 万円未

満の人 

323 322 321 319 259 

2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 

第 10 段階 

基準額×1.75 

・本人が市民税課税で前年の合計所

得金額が 500 万円以上の人 

174 174 174 172 140 

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

小  計 11,716 11,676 11,636 11,556 9,377 

第 2号被保険者 9,949 9,768 9,583 9,217 6,490 

合  計 21,665 21,444 21,219 20,773 15,867 

     注記： 上段：人数 下段：各段階の第１号被保険者数に対する割合 
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４ 要介護認定者の状況 

（１）要介護認定者数 

   要介護認定者数は令和元年度までは増え続けていましたが、令和２年度の要介護認定

者数は２，１６３人で、令和元年度より減少しました。 

   第１号被保険者数に対する要介護認定率は増加傾向にありましたが、平成２９年度以

降は、ほぼ横ばいで推移し、令和２年度の要介護認定率は１８．６％で、平成２７年度

より０．７ポイント低くなっています。 

 <表>要介護者などの状況                        （単位：人） 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

要支援 1 184 167 169 152 159 118 

要支援 2 346 376 348 306 290 334 

要介護 1 342 335 341 371 367 319 

要介護 2 446 456 438 457 484 498 

要介護 3 308 309 338 331 349 341 

要介護 4 282 291 301 328 325 305 

要介護 5 265 254 256 262 251 248 

計 2,173 2,188 2,191 2,207 2,225 2,163 

第 1 号被保険者数 11,237 11,337 11,456 11,619 11,655 11,598 

認定率 19.3% 19.3% 19.1% 19.0% 19.1% 18.6% 

     資料：介護保険事業状況報告 

     注記：前年度3月末の状況    認定率：第1号被保険者数に対する割合 

 

 <図>要介護認定者の推移 

 

（２）介護サービスの利用状況 

   居宅・施設・地域密着型の各サービスを合わせた介護サービスの利用者数は、令和２

年度は２，０３７人で、平成２７年度と比べて２．２％増加しています。そのうち、居

宅サービスは７．８％減少、施設サービスは７．２％減少し、地域密着型サービスは８

７．９％増加しています。 

   要支援１・２、要介護１の認定者数の合計が減少していることや小規模な通所介護が
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地域密着型サービスに移行したこともあり、居宅サービスの利用者は減少傾向にありま

す。 

   令和２年度の施設サービスの利用者は、４０２人で全体の１９．７％になっています。 

   要介護度が高くなるに従い、施設サービスの利用者割合が増え、令和２年度では要介

護４の認定者３０５人のうち１４４人（４７．２％）が、要介護５の認定者２４８人の

うち１２３人（４９．６％）が施設サービスを利用しています。 

   なお、平成２７・２８年度に奥越管内において、介護療養型医療施設の廃止や介護老

人保健施設から介護老人福祉施設への転換があったため、利用者数が若干減少していま

す。また、平成２８年度から介護老人福祉施設利用の要件が原則要介護３以上となって

います。 

   地域密着型サービスの利用者は、施設の整備に伴って増加傾向にあります。 

   なお、平成２８年度から地域密着型サービスの利用者が大きく増加していますが、こ

れは、利用定員が１８人以下の小規模な通所介護事業所が居宅サービスから地域密着型

サービスに移行したことによるものです。 

 <表>サービス利用者の状況                     （単位：人） 

  資料：介護保険事業状況報告（4月サービス提供分月報）  

  注記：平成 29 年度の居宅サービスには、過誤調整による取下げ分 373 件が含まれていない。 

区分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

要支援 1 116 107 111 48 61 46 

要支援 2 256 294 273 144 166 189 

要介護 1 249 241 176 284 287 239 

要介護 2 339 376 221 404 396 400 

要介護 3 180 213 129 193 209 203 

要介護 4 127 128 76 128 118 111 

要介護 5 84 105 46 79 69 60 

小 計 1,354 1,464 1,035 1,280 1,306 1,248 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

要介護 1 14 8 5 6 9 8 

要介護 2 56 38 38 33 33 32 

要介護 3 90 82 97 89 85 95 

要介護 4 127 139 137 146 143 144 

要介護 5 146 124 135 134 126 123 

小 計 433 391 412 408 396 402 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

要支援 1 4 4 2 4 2 4 

要支援 2 12 10 4 4 8 8 

要介護 1 28 61 81 76 83 57 

要介護 2 36 76 85 104 108 107 

要介護 3 53 86 83 74 87 88 

要介護 4 41 52 56 74 76 71 

要介護 5 32 40 45 54 55 52 

小 計 206 329 356 390 419 387 

合 計 1,993 2,184 1,803 2,078 2,121 2,037 
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<図>居宅サービス介護度別内訳                      （単位：人） 

 

<図>施設サービス介護度別内訳                      （単位：人）

 

<図>地域密着型サービス介護度別内訳                  （単位：人）                  
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（３）要介護認定者数の推計 

   令和３年度の要介護認定率は１８．８％で、令和５年度には１９．１％になると推計

されます。 

   また、令和７年度には１９．４％に令和２２年度には２２．１％になると推計されま

す。 

 <表>要介護認定者の推計                       （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

要支援 1 124 125 124 123 108 

要支援 2 329 331 333 332 297 

要介護 1 306 306 309 308 286 

要介護 2 496 500 505 512 473 

要介護 3 365 366 369 372 353 

要介護 4 337 340 343 347 329 

要介護 5 241 242 242 245 226 

合 計 2,198 2,210 2,225 2,239 2,072 

高齢者人口 11,716 11,676 11,636 11,556 9,377 

認定率 18.8% 18.9% 19.1% 19.4% 22.1% 

  注記：前年度末の状況を推計  

 <表>サービス利用者の状況の推計                   （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

要支援 1 46 46 47 47 43 

要支援 2 187 190 191 192 180 

要介護 1 238 239 241 243 228 

要介護 2 397 401 405 408 381 

要介護 3 202 203 205 207 193 

要介護 4 110 111 112 113 105 

要介護 5 60 60 63 63 59 

小 計 1,240 1,250 1,262 1,273 1,189 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

要介護 1 8 8 8 8 8 

要介護 2 33 33 33 33 31 

要介護 3 97 97 98 99 93 

要介護 4 147 148 149 150 141 

要介護 5 125 126 127 128 120 

小 計 410 412 415 418 393 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

要支援 1 4 4 4 4 4 

要支援 2 9 9 9 9 9 

要介護 1 62 62 63 64 60 

要介護 2 117 118 119 120 112 

要介護 3 97 97 98 99 93 

要介護 4 77 79 78 79 74 

要介護 5 58 57 59 60 55 

小 計 424 426 430 435 407 

合 計 2,074 2,088 2,107 2,126 1,989 

利用率 94.4% 94.5% 94.7% 95.0% 96.0% 
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（４）認知症高齢者の状況 

    令和２年４月１日現在の６５歳以上高齢者数のうち、日常生活に支障のある認知症

の症状がみられる高齢者は１，６０８人で、高齢者全体に占める割合は１３．７％と

なっています。 

今後、高齢者数、特に後期高齢者数の増加に伴い、認知症高齢者の数も増加するも

のと見込まれます。 

 

      
※認知症高齢者数は、「日常生活自立度」Ⅱ以上の数 

       H30～R2 年度の 65 歳以上高齢者数は、住民基本台帳による 
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５ 高齢者の医療受診状況 

  前期高齢者（大野市国民健康保険加入者）と後期高齢者の医療受診状況は、受診率は、

入院・外来は減少、歯科は増加しており、１件当たりの受診日数は、入院・外来および歯

科ともにほぼ横ばいとなっています。また、１日当たりの医療費は、入院・外来は増加、

歯科は減少傾向にあります。 

 

 <表>前期高齢者（65歳～74歳）受診状況の推移 

区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 人当たり受診件数 

（受診率）（％） 

※１ 

入院 37.09 35.18 35.53 

外来 1,198.00 1,108.96 1,094.43 

歯科 148.57 157.90 170.86 

1件当たりの受診日数 
（日） 

入院 14.55 14.08 14.50 

外来 1.75 1.71 1.64 

歯科 2.20 2.16 2.09 

1 日当たりの医療費 
（円） 

入院 37,347 39,300 42,858 

外来 10,402 10,468 10,899 

歯科 6,717 7,117 6,848 

  資料：国民健康保険事業状況報告書〔事業年報C表（3）〕 ※１ 国民健康保険 県指導監督参考資料 

                          〔受診諸率の状況〕 

 

 ＜表＞後期高齢者(75歳～)受診状況の推移 

区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 人当たり受診件数 

（受診率）（％） 

入院 99.31 96.61 94.88 

外来 1,486.45 1,486.69 1,478.12 

歯科 122.51 128.96 136.17 

1件当たりの受診日数 
（日） 

入院 18.07 18.28 17.78 

外来 2.05 2.02 1.95 

歯科 2.21 2.22 2.10 

1 日当たりの医療費 
（円） 

入院 26,765 27,026 28,204 

外来 9,831 9,956 10,355 

歯科 7,180 7,404 7,082 

  資料：後期高齢者医療事業年報  （市町別一人当たり年間医療費の状況実績） 
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６ 高齢者のいる世帯の住居の状況 

  高齢者のいる世帯の住居の状況は、大きな変化はみられません。 

  高齢者単身世帯や高齢夫婦世帯では「持ち家」が増加傾向にあります。 

 

 <表>高齢者等のいる世帯の住居の状況                （単位：世帯） 

平成12年 持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借り その他 合計 

総世帯 
9,645 250 833 126 67 192 11,113 

86.79% 2.25% 7.50% 1.13% 0.60% 1.73% 100.00% 

高齢者の 

いる世帯 

6,099 55 184 6 10 2 6,356 

95.96% 0.87% 2.89% 0.09% 0.16% 0.03% 100.00% 

高齢 

単身世帯 

595 31 96 2 4 0 728 

81.73% 4.26% 13.19% 0.27% 0.55% 0.00% 100.00% 

高齢 

夫婦世帯 

951 12 35 1 5 2 1,006 

94.53% 1.19% 3.48% 0.10% 0.50% 0.20% 100.00% 
 

平成17年 持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借り その他 合計 

総世帯 
9,645 253 736 204 48 301 11,187 

86.22% 2.26% 6.58% 1.82% 0.43% 2.69% 100.00% 

高齢者の 

いる世帯 

6,363 58 167 3 12 33 6,636 

95.89% 0.87% 2.52% 0.05% 0.18% 0.50% 100.00% 

高齢 

単身世帯 

713 31 92 0 3 0 839 

84.98% 3.69% 10.97% 0.00% 0.36% 0.00% 100.00% 

高齢 

夫婦世帯 

907 11 29 1 4 0 952 

95.27% 1.15% 3.05% 0.11% 0.42% 0.00% 100.00% 
 

平成22年 持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借り その他 合計 

総世帯 
9,581 179 714 102 43 194 10,813 

88.61% 1.66% 6.60% 0.94% 0.40% 1.79% 100.00% 

高齢者の 

いる世帯 

6,528 49 167 4 10 6 6,764 

96.51% 0.72% 2.47% 0.06% 0.15% 0.09% 100.00% 

高齢 

単身世帯 

856 31 91 2 6 0 986 

86.82% 3.14% 9.23% 0.20% 0.61% 0.00% 100.00% 

高齢 

夫婦世帯 

1,210 10 31 1 3 6 1,261 

95.95% 0.79% 2.46% 0.08% 0.24% 0.48% 100.00% 

 

平成27年 持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借り その他 合計 

総世帯 
9,425 142 754 90 62 179 10,652 

88.48% 1.33% 7.08% 0.85% 0.58% 1.68% 100.00% 

高齢者の 

いる世帯 

6,706 45 185 8 11 12 6,967 

96.25% 0.65% 2.66% 0.11% 0.16% 0.17% 100.00% 

高齢 

単身世帯 

1,030 31 109 0 7 4 1,181 

87.21% 2.63% 9.23% 0.00% 0.59% 0.34% 100.00% 

高齢 

夫婦世帯 

1,452 9 38 2 2 3 1,506 

96.42% 0.60% 2.52% 0.13% 0.13% 0.20% 100.00% 

     資料：国勢調査。平成12年・平成17年は旧和泉村を含む 

        下段－合計に対する割合 
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７ 高齢者の就業状況 

  ６５歳以上の就業率は、平成２７年国勢調査では２９．１％で平成２２年（２４．８％）

に対して４．３ポイント増加しています。産業分類別にみると第１次産業の就業率は年々

減少していますが、第３次産業の就業率は増加傾向にあります。 

 <表>就業状況の推移                         （単位：人） 

区分 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

就業人口総数 23,122 23,176 21,801 20,516 18,212 17,733 

65歳以上人口 7,055 8,547 9,637 10,415 10,689 11,253 

65歳以上就業者数 2,372 3,239 3,267 3,175 2,655 3,269 

65歳以上の就業率 33.6% 37.9% 33.9% 30.5% 24.8% 29.1% 

産業分類別[全体] 23,122 23,186 21,801 20,516 18,212 17,733 

第 1 次産業 3,208 2,918 2,423 2,224 1,772 1,557 

第 2 次産業 9,559 9,383 8,570 7,096 5,615 5,566 

第 3 次産業 10,353 10,871 10,797 11,185 10,808 10,553 

分類不能 2 14 11 11 17 57 

産業分類別[65歳以上] 

 

2,372 

10.3% 

33.6% 

3,239 

14.0% 

37.9% 

3,267 

15.0% 

33.9% 

3,175 

15.5% 

30.5% 

2,655 

14.6% 

24.8% 

3,269 

18.4% 

29.1% 

 第 1 次産業 

1,277 

5.5% 

18.1% 

1,630 

7.0% 

19.1% 

1,544 

7.1% 

16.0% 

1,524 

7.4% 

14.6% 

1,114 

6.1% 

10.4% 

1,027 

5.8% 

9.1% 

 第 2 次産業 

434 

1.9% 

6.1% 

731 

3.2% 

8.5% 

822 

3.8% 

8.6% 

623 

3.1% 

6.0% 

433 

2.4% 

4.1% 

717 

4.0% 

6.4% 

 第 3 次産業 

661 

2.9% 

9.4% 

878 

3.8% 

10.3% 

897 

4.1% 

9.3% 

1,021 

5.0% 

9.8% 

1,105 

6.1% 

10.3% 

1,505 

8.5% 

13.4% 

 分類不能 

 

0 

― 

― 

0 

― 

― 

4 

0.0% 

0.0% 

7 

0.0% 

0.1% 

3 

0.0% 

0.0% 

20 

0.1% 

0.2% 

    資料：国勢調査。旧和泉村を含む 

   注記：産業分類別(65歳以上)中段－就業人口総数に対する割合(%)、下段－65歳以上人口に対する割合(%) 

 <表>福井県における就業状況の推移                   （単位：人） 

区分 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

就業人口総数 442,319 451,422 439,618 423,959 402,252 399,169 

65歳以上人口 121,940 146,728 169,489 185,501 200,942 222,408 

65歳以上就業者数 35,481 45,900 44,822 44,632 44,086 56,807 

65歳以上の就業率 29.1% 31.3% 26.4% 24.1% 21.9% 25.5% 

     資料：国勢調査 
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８ 第８期介護保険事業計画の基本指針 

  地域共生社会の実現を目指すため、令和３年（２０２１年）４月１日から社会福祉法や

介護保険法、老人福祉法などの一部が改正されます。これを踏まえ、第８期計画において

一層の充実が求められる事項は以下のとおりです。 

 

（１）２０２５・２０４０年を見据えたサービスの基盤、人的基盤の整備 

   団塊の世代が全て７５歳以上となる令和７年（２０２５年）、更には団塊ジュニア世代

が全て６５歳以上となる令和２２年（２０４０年）の高齢化の状況および介護需要を予

測し、第８期計画で具体的な取り組み内容や目標を計画に位置付けることが必要となっ

ています。 

   なお、サービスの基盤整備を検討する際には介護離職ゼロの実現に向けたサービス基

盤整備、地域医療構想との整合性を図る必要があります。 

 

（２）地域共生社会の実現 

   「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野

ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人一人の

暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を目指すものです。この理念や考え方を

踏まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取り組みが重要となります。 

 

（３）介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

   可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防・

健康づくりの取り組みを強化して健康寿命の延伸を図ることが求められています。 

 

（４）有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強

化 

   高齢者が住み慣れた地域において暮らし続けるための取り組みとして、「自宅」と「介

護施設」の中間に位置するような住宅も増えており、また、生活面で困難を抱える高齢

者が多いことから、住まいと生活支援を一体的に提供する取り組みも進められていると

ころです。 

   こうした状況を踏まえ、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の質を確保す

るとともに、適切にサービス基盤整備を進めることが必要です。 

 

（５）認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

   「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を

持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共
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生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく必要があります。 

 

（６）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保および業務効率化の取り組みの強化 

   現状の介護人材不足に加え、令和７年（２０２５年）以降は現役世代（担い手）の減

少が顕著となり、地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保が大きな課題となりま

す。 

   このため、第８期計画に介護人材の確保について取り組み方針等を記載し、計画的に

進めるとともに、都道府県と市町村とが連携しながら進めることが必要です。 

 

（７）災害や感染症対策に係る体制整備 

   近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた備えが必要です。 
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第３章 基本的な政策の目標と重点課題 

１ 基本目標 

  本市では、平成３０年３月に令和２年度を最終目標年度とする越前おおの高齢者福祉計

画を策定し、高齢者に対する保健福祉施策の推進に努め、高齢者が住み慣れた家庭や地域

で生活が続けられるよう、居宅生活重視の各施策を展開してきました。 

  介護保険事業計画は、３年ごとに見直しを行うこととされており、これに伴い高齢者福

祉計画も見直しを行いました。 

  今回の見直しは、地域包括ケアシステム実現のための方向性を承継しつつ、令和７年（２０

２５年）を見据えた地域包括ケアシステムを深化・推進、さらに令和２２年（２０４０年）を

視野に入れつつ、医療と介護の連携を含む総合的な保健福祉施策の一体的な推進を図りなが

ら、「人生１００年時代」に備え、高齢者に介護が必要になっても、住み慣れた地域や住ま

いで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、両計画の基本理念を「高齢者が安心

して住める結のまち 越前おおの」とし、次の３点を基本目標として策定しました。 

 

  ①高齢者が生きがいを持って活躍できる地域づくりの推進 

    高齢者が健康で生き生きと暮らし続けることができるよう、健康づくりや生き

がいづくりの充実を図るとともに、高齢者が持つ豊かな知識、技術、経験を生か

し、積極的な社会参加の促進に努め、世代を超えて地域住民が共に支え合う地域

づくりを進めます。 

  ②地域包括ケアシステムの深化・推進 

    高齢者が可能な限り住み慣れた地域において、自分らしい生活を営むことがで

きるよう、医療や介護、住まい、予防、生活支援、健康づくりなどのサービスが

切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステムを更に推進していくこと

が重要です。 

    このため、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人一人の暮ら

しと社会生活に豊かさを生み出し、暮らしに安心感と生きがいを創る取り組みを

進めます。     

  ③介護保険サービス基盤の整備 

    介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う必要なサービスを提供できる体制を整備することは、地域包括ケアシステムの

構築には欠かせません。そのため、令和７年（２０２５年）を見据え、日常生活

圏域を基本とする介護サービス提供基盤の充実や、介護人材の確保、介護給付の

適正化などに取り組みます。 
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２ 重点課題と課題克服のための取組方針 

  高齢者が住み慣れた地域で元気な生活を送り続けることができる生涯活躍社会の実現を

めざして、次の取り組みを定めます。 

 

（１）高齢者の積極的社会参加 

   高齢者の元気な力を生かした活力あふれる地域社会を築くために、高齢者の社会参加

が促進されるよう取り組みます。 

   高齢者自身が、地域で介護予防や生活支援を行う介護の担い手としてボランティア活

動に参加し、生きがいづくりの一環となるよう支援します。 

 

（２）健康の保持増進と自立支援 

   「健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）」を伸ば

すため、高齢者が生活習慣病予防や介護予防などを自主的に実践できるよう、保健事業

や介護予防事業の充実に努めます。 

   虚弱な高齢者に対して、要介護や要支援の状態になる前から介護予防を推進するため、

地域支援事業の充実を図り、介護予防に関する普及啓発、フレイル（加齢により心身機

能が低下した状態）の早期発見や自立支援の取り組みを強化します。 

 

（３）介護サービスの基盤整備と質の向上 

   高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりとして、居宅サービスの必

要量の確保と質の向上を図るとともに、日常生活圏域における地域の特性に応じた地域

密着型サービスの推進に取り組みます。 

   要介護度が重度化し、在宅での介護が困難な高齢者が安心して介護を受けられるよう、

関係機関と連携して施設サービスの必要量の確保に努めます。 

   また、地域密着型サービスが地域に根付いたサービスになるよう、利用者や利用者家

族、地域住民の代表者などからなる運営推進会議を通して意見交換などを行い、質の向

上に努めます。 

 

（４）認知症対策の推進 

   国が令和元年に取りまとめた「認知症施策推進大綱」には、①普及啓発・本人発信支

援、②予防、③医療・ケア・介護サービス、介護者への支援、④認知症バリアフリーの

推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開 の

五つの柱に沿った施策が盛り込まれています。「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症

高齢者やその家族が、できる限り地域で自分らしく安心して暮らし続けることができる

地域社会の実現を目指します。 

このため、地域住民と関係機関による認知症高齢者の見守り体制の充実、認知症に関
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する啓発、認知症の予防や早期発見、専門職の適切な支援による早期治療へのつなぎを

行います。また、若年性認知症支援や、本人・家族のニーズと認知症サポーターを活用

した支援をつなぐ地域支援体制の整備（チームオレンジなど）に取り組みます。 

 

（５）地域での支え合いの仕組みづくり 

   地域包括支援センターを核として、高齢者だけでなく障がい者や児童などへの支援に

関わるさまざまな関係機関との連携のもと、必要なサービスの提供やさまざまな相談に

応じます。 

   また、公民館を単位とした地域住民による話し合いの場（第２層協議体）や、市全体

に共通する地域課題を協議する場（第１層協議体）を活用して、地域の実情に応じた住

民主体の支え合い・助け合いを推進し、「他人事」となりがちな地域づくりを地域住民や

事業者などが「我が事」として主体的に取り組むとともに、高齢者だけでなく障がい者

や児童など、地域に暮らす住民すべてが「丸ごと」つながることで、支え合いを推進し

ます。 

    

（６）在宅医療と在宅介護の連携 

   在宅医療相談支援センターでは、在宅における療養および緩和ケアのサービスを希望

する患者などに対し、地域の医療情報の提供や、医療機関、看護・介護関係機関などと

の連携による在宅療養の助言・支援を行っています。 

   高齢者が医学的管理や看護、介護を必要とする状況になっても、安心して在宅生活を 

続けることができるよう、また、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサ－ビス 

提供体制を確保できるよう、医療・介護関係職種の連携に取り組みます。 

 

（７）介護を行う家族への支援や虐待防止対策の推進 

   介護サービスを利用している場合でも、多くの家族は何らかの心理的な負担や孤立感

を感じており、特に、認知症の人を介護している家族の場合にこの傾向が強い現状です。

このため、介護負担に早期に気付き対応できるよう、介護者に対する相談・支援体制を

強化します。 

また、高齢者の虐待防止のため、広報や普及啓発、相談窓口の周知、支援体制の充実

とともに、関係機関の連携強化を図ります。 

 

（８）介護人材の確保と育成・質の向上 

   地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護保険サービスや地域支援事業に携わ

る人材を安定的に確保するために取り組むことが重要となる一方で、介護分野に携わる

人材の不足が課題となっています。このため、介護人材の確保に向け、県や各事業者と

連携しながら、さまざまな年齢層に対して、介護職への理解促進とイメージアップを推

進するなど、将来にわたって持続可能な人材の確保に努めていきます。 
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   また、介護の質は維持しながら介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、効率的な業

務運営ができるよう、介護ロボットや情報通信技術（ＩＣＴ）の活用事例の情報提供を

図るなど、業務の効率化を促進します。 

人材育成のために、介護支援専門員や介護サービス従事者などを対象とした多職種合

同研修会やケアプラン点検による指導支援を実施していますが、継続して研修の充実や

情報提供を積極的に行い、さらなる資質の向上を図ります。 

 

 

 

 

  

 

地域ケア会議 

介護支援専門員の支援 

在宅医療・介護連携推進事業 

総合相談 

家族支援 

虐待防止 

地域共生社会 

高齢者支援 

子育て支援 障がい者支援 
生活困窮者 

支援 

・地域包括支援センター 

・介護支援専門員 

生活支援体制整備事業・一般介護予防事業 

自立支援・重度化防止 

社会参加・生きがいづくり 



 25

第４章 介護保険サービスの充実 

１ 第７期介護保険事業計画の進捗状況 

（１）居宅サービス 

   第７期介護保険事業計画の各年度の目標値に対する居宅サービスの進捗状況は以下の

とおりです。 

 

 <表>居宅サービス（介護給付・予防給付の合算）の利用者数        （単位：人） 

区分 
平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績 
事業 

計画 
比較 実績 

事業 

計画 
比較 

実績 

見込 
事業 

計画 
比較 

訪問介護 234 261 89.7% 194 261 74.3% 211 263 80.2% 

訪問入浴 21 20 105.0% 12 20 60.0% 13 20 65.0% 

訪問看護 146 118 123.7% 170 118 144.1% 197 118 166.9% 

通所介護 497 497 100.0% 471 502 93.8% 501 512 97.9% 

通所リハ 199 177 112.4% 201 180 111.7% 213 183 116.4% 

訪問リハ 47 52 90.4% 32 55 58.2% 35 56 62.5% 

短期入所(生活) 226 243 93.0% 229 243 94.2% 238 253 94.1% 

短期入所療養 12 11 109.1% 6 11 54.5% 5 11 45.5% 

福祉用具貸与 811 786 103.2% 786 804 97.8% 837 831 100.7% 

福祉用具給付 123 168 73.2% 144 170 84.7% 118 172 68.6% 

住宅改修費 115 136 84.6% 117 136 86.0% 114 136 83.8% 

居宅療養管理指導 28 35 80.0% 28 35 80.0% 33 36 91.7% 

特定施設 

入居者生活介護 
24 23 104.3% 31 23 134.8% 22 24 91.7% 

  注記：実績は年度末１カ月の利用者数。令和2年度は10月の利用者数 

     ただし、福祉用具給付・住宅改修は1年間の利用者数 

 

   第７期計画期間における、計画の目標との比較では、訪問看護と通所リハビリの利用

者は、常に目標値を上回っています。また、福祉用具貸与も、令和２年度は目標値を上

回りました。その他のサービスでは、目標値を下回っています。特に、訪問入浴、訪問

リハビリ、短期入所療養は、目標値を大きく下回っています。 
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（２）施設サービス 

   第７期計画の各年度の目標値に対する施設サービスの進捗状況は以下のとおりです。 

   介護老人福祉施設と介護老人保健施設の実績については、本計画期間中はわずかに減

少傾向となっています。 

また、介護療養型医療施設については、平成２７年度に市外の介護療養型医療施設が

事業を廃止したことにより実績はありません。一方、介護医療院が令和元年度に１カ所

開設されたため、計画策定時には目標値を設定していませんでしたが利用者実績があり

ました。 

 

 <表>施設サービスの利用者数                      （単位：人） 

 
平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績 
事業 
計画 

比較 実績 
事業 
計画 

比較 実績 
事業 
計画 

比較 

介護老人福祉施設 340 349 97.4% 330 349 94.6% 328 355 92.4% 

介護老人保健施設 53 66 80.3% 49 66 74.2% 42 66 63.6% 

介護療養型医療施設 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

介護医療院 - - - 10 - - 11 - - 

合 計 393 415 94.7% 389 415 91.3% 381 421 87.9% 

  注記：実績は年度末 1 カ月の利用者数。令和 2年度は 10 月の利用者数。比較値には介護医療院分は含んでいない 

 

（３）地域密着型サービス 

   第７期計画の各年度の目標値に対する進捗状況は以下のとおりです。 

   居宅サービスの認知症対応型通所介護は、１カ所が看護小規模多機能型居宅介護へ移

行したことによる事業所数の減により目標値を下回り、移行先の看護小規模多機能型居

宅介護に計画にはなかった利用者実績がありました。また、地域密着型通所介護、小規

模多機能型居宅介護は目標値に近い実績となっています。 

居住系サービスである認知症対応型グループホームは、目標値どおりとなりました。 

なお、施設サービスである地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養）は、令和２年

度の新規事業所開設が予定より遅れたため、利用実績は目標値を下回りました。 

 <表>地域密着型サービスの利用者数                   （単位：人） 

 
平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績 
事業 
計画 

比較 実績 
事業 
計画 

比較 実績 
事業 
計画 

比較 

小規模多機能型 

居宅介護 
52 56 92.9% 56 56 100.0% 46 56 82.1% 

認知症対応型 

通所介護 
52 60 86.7% 38 61 62.3% 40 62 64.5% 

認知症対応型 

グループホーム 
33 36 91.7% 37 36 102.8% 45 45 100.0% 
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地域密着型 

介護老人福祉施設 
86 87 98.9% 90 87 103.4% 94 116 81.0% 

地域密着型 

通所介護 
172 175 98.3% 180 178 101.1% 176 182 96.7% 

看護小規模多機能型

居宅介護 
－ － － 14 － － 18 － － 

合 計 395 414 95.4% 415 418 95.9% 419 461 87.0% 

  注記：実績は年度末 1 カ月の利用者数。令和 2 年度は 10 月の利用者数。比較値には看護小規模多機能型居宅介

護分は含んでいない 

 

２ サービスの現状と目標 

（１）居宅介護支援事業 

   居宅介護支援は、在宅サービスなどを適切に利用できるように介護支援専門員が心身

の状況や環境、本人や家族の希望を受けて、利用するサービス計画を作成するとともに、

サービス事業者との連絡調整を行うサービスです。 

 ①現状と課題 

   予防給付の実績は目標を下回っています。また、介護給付は、平成３０年度は目標値

を上回りましたが、それ以降は目標をわずかに下回りほぼ横ばいとなっています。 

   市内の指定居宅介護支援事業所は、令和元年度に１カ所増え１３カ所に、介護支援専

門員は４１人（令和２年１２月末現在）となっています。今後、利用者が増えれば、新

たな人材の確保が必要となります。 

 <表>居宅介護支援計画の状況                   （単位：人） 

区 分 実績・計画 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 206 221 240 

計画 
利用者数 250 265 280 

目標達成率 82.4% 83.4% 85.7% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 利用者数 1,025 955 983 

計画 
利用者数 992 1,020 1,035 

目標達成率 103.3% 93.6% 95.0% 

計 実績 利用者数 1,231 1,176 1,223 

事業所数 12 13 13 

   注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 ②計画 

 <表>居宅介護支援計画の年度ごとの目標量                （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

234 238 243 252 240 

介護給付 
（要介護 1～5） 

980 999 1,019 1,059 1,005 

計 1,214 1,237 1,262 1,311 1,245 
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     注記：月平均の利用者数。目標量は、令和3年度以降2%の伸びを見込む 

  ・目標量達成のための方策 

    要介護認定調査および居宅介護支援計画作成については、中立性と公平性を確保す

る 必要があることから、ケアマネ会議（介護支援専門員対象の研修会）や居宅代表

者会議などを通して、介護支援専門員の資質の向上に努めます。 

    ケアプランについても、利用者の生活機能の維持・向上および自立支援の観点から

サービスの種類や事業所の選択・決定を行い作成していくよう、指導に努めます。 

    要支援のケアプランは地域包括支援センターが中心となり、指定居宅介護支援事業

所と連携して作成し、要支援者の重度化防止に努めます。 

 

（２）居宅サービス 

 

【２－１】訪問介護（ホームヘルプサービス） 

   訪問介護員が居宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの介護、調理や掃除、洗濯など

の家事、生活に関する相談や助言などの日常生活に必要な介護を行うサービスです。 

 

 ①現状と課題 

   訪問介護は在宅生活を支えるサービスですが、事業所数やホームヘルパーが減少し、

利用者数はほぼ横ばい利用回数は減少傾向となっています。 

   事業所やホームヘルパーの確保、サービスの質の向上が課題となっています。 

   なお、予防給付は平成２９年度から段階的に地域支援事業に移行しました。 

 <表>訪問介護の実施状況                   （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 234 194 211 

利用回数 52,087 42,170 40,878 

計画 

利用者数 261 261 263 

利用回数 58,232 58,825 59,318 

目標達成率 89.4% 71.7% 68.9% 

計 実績 利用者数 234 194 211 

事業所数 11 10 10 

  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込 

 ②計画 

 <表>訪問介護の年度ごとの目標量                  （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 192 194 194 196 194 

見込量 42,456 42,720 42,720 43,116 37,920 

   注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

      利用者数計は、令和2年度から令和3年度は減、それ以降はほぼ横ばいと見込む 
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・目標量達成のための方策 

    訪問介護については、令和３年度には１事業所の事業休止が予定されており、今後

はほぼ横ばいで推移するものと推計しています。人材確保について側面的に支援を行

うとともに、サービス提供事業所の充実を促進します。さらに、家族の負担を軽減し、

在宅介護を継続するためにも、サービス内容や利用方法、効果などについて広報啓発

を図ります。 

     

【２－２】訪問入浴介護 

   要介護認定者などの家庭に浴槽を積んだ入浴車などで訪問し、家庭内に浴槽を持ち込

み入浴介護を行うサービスです。 

  

①現状と課題 

   入浴サービスが必要な人は、通所介護の中で入浴サービスを利用する傾向にあるため、

利用者数、利用回数とも減少傾向が続いています。 

 <表>訪問入浴の実施状況                     （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 0 0 0 

利用回数 0 0 0 

計画 

利用者数 0 0 0 

利用回数 0 0 0 

目標達成率 ― ― ― 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 21 12 13 

利用回数 981 763 711 

計画 

利用者数 20 20 20 

利用回数 1,387 1,398 1,410 

目標達成率 70.7% 54.6% 50.4% 

計 実績 利用者数 21 12 13 

事業所数 2 2 2 
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  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込 

②計画 

  <表>訪問入浴介護の年度ごとの目標量             （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 0 0 0 0 0 

見込量 0 0 0 0 0 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 16 16 16 16 12 

見込量 900 900 900 900 672 

計 
利用者数 16 16 16 16 12 

見込量 900 900 900 900 672 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

       見込量計は、横ばいで推移すると見込む 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ・目標量達成のための方策 

    訪問入浴介護の需要は横ばいで推移すると予想されます。利用者のニーズに合わせ、

適切にサービスを供給することを目指します。 

 

【２－３】訪問看護 

   主治医の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問し、療養上の介護や診療の補助を行

うサービスです。 

 

① 現状と課題 

   平成３０年度には事業所が２カ所増え７カ所、令和２年度にはさらに１か所増え８か

所になり、利用者数、利用回数共に増加しています。 

   今後、増加が見込まれる医療的管理を必要とする重度の在宅要介護者に対応できるよ

う、サービスの質を充実する必要があります。 
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 <表>訪問看護の実施状況                   （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 21 33 35 

利用回数 1,764 2,221 3,434 

計画 

利用者数 14 14 14 

利用回数 1,152 1,152 1,152 

目標達成率 153.1% 192.8% 298.0% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 125 137 162 

利用回数 10,081 10,968 13,284 

計画 

利用者数 104 104 104 

利用回数 8,748 8,772 8,748 

目標達成率 115.2% 125.0% 151.9% 

計 実績 利用者数 146   170 197 

事業所数 7 7 8 

 注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利利用回数、 

    令和2年度は１年間の延利用回数見込 

 

 ②計画 

 <表>訪問看護の年度ごとの目標量                  （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 38 38 38 40 38 

見込量 3,276 3,276 3,276 3,456 2,040 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 160 162 164 164 160 

見込量 13,464 13,644 13,812 13,812 12,528 

計 
利用者数 198 200 202 204 198 

見込量 16,740 16,920 17,088 17,268 14,568 

  注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

     見込量計は、令和3年度以降、予防給付は横ばい、介護給付は約2％増を見込む 
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  ・目標量達成のための方策 

    在宅療養の充実が図られていることから、今後も利用者の拡大が見込まれるため、

サービス提供量を確保していく必要があります。 

    今後一層、医療機関やサービス提供事業者と連携し、在宅での療養生活を継続的かつ

安定的に支援するとともに、福井県入退院支援ル－ル（医療と介護の関係者が連携して

患者のスムーズな在宅移行を支援するための情報共有に関する基本的な流れを示した

もの）などを活用し、入院・退院・在宅復帰を通じて切れ目ないサービスを提供します。 

 

【２－４】通所介護 

   デイサービスセンターなどで入浴・食事などの介護を行うサービスです。介護予防通

所介護は日常生活上の支援などの共通的サービスに加え、運動機能の向上や栄養改善な

どの選択的サービスの提供を行います。 

 

 ①現状と課題 

   通所介護は、利用ニーズが高く、今後も需要が拡大すると見込まれるため、利用需要

に対応できるサービス提供量を充実する必要があります。 

   また、利用者の状態に応じたサービスを行い、重度化を予防するなど、きめ細かで特

色あるサービスが提供できるよう、サービスの質の充実が必要です。 

   平成２９年度から予防給付が地域支援事業に移行しました。また、令和２年度中に１

事業所（定員１９人）が地域密着型通所介護へ移行しました。 

 <表>通所介護の実施状況                     （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 497 471 501 

利用回数 64,255 64,659 66,410 

計画 

利用者数 497 502 512 

利用回数 60,786 61,366 62,395 

目標達成率 105.7% 105.4% 106.4% 

計 実績 利用者数 497 471 501 

事業所数 10 10 9 

  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込 

      

②計画 

 <表>通所介護の年度ごとの目標量                  （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 464 466 468 470 460 

見込量 64,008 64,296 64,608 64,908 63,540 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 
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       利用者数は、令和2年度の事業所減少により令和2年度から令和3年度は減を、その後はほぼ横ばい

を見込んでいます 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

・目標量達成のための方策 

    通所介護サービスの利用需要に対応するため、サービス提供量の充実を図ります。 

    また、利用者の状態に応じたサービスを行い、重度化予防や自立支援を図るなど、

きめ細かで特色あるサービスが提供できるよう、サービスの質の充実を促進します。 

 

【２－５】通所リハビリテーション 

   介護老人保健施設および医療機関で身体機能の維持回復のためのリハビリと入浴・食

事などの介護を行うサービスです。 

 

① 現状と課題 

   第７期の利用者数は予防給付、介護給付ともに目標数を上回っています。リハビリは

寝たきりを防止し、在宅生活を可能にするために必要なサービスであり、医療機関やサ

ービス提供事業者との連携などサービスの質に十分配慮しながら、サービスの供給量を

確保していく必要があります。 

 <表>通所リハビリテーションの実施状況               （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 64 74 73 

計画 
利用者数 67 68 69 

目標達成率 － － － 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 135 127 140 

利用回数 14,305 15,605 15,917 

計画 

利用者数 110 112 114 

利用回数 13,903 14,550 14,986 

目標達成率 102.9% 107.3% 106.2% 

計 実績 利用者数 199 201 213 

事業所数 2 2 2 

  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込。予防給付は定額制のため、利用者数のみ計上 
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 ②計画 

 <表>通所リハビリテーションの年度ごとの目標量           （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 78 79 81 84 80 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 136 138 141 146 140 

見込量 15,660 15,876 16,212 16,776 16,128 

計 利用者数 214 217 222 230 220 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

       利用者数計は、令和3年度以降、予防給付、介護給付ともに約2％増を見込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・目標量達成のための方策 

    利用者の希望に応じられるサービス量が確保できる見込みですが、今後一層、医療機

関やサービス提供事業者と連携するとともに、サービス量や人材の確保などサービスの

質に十分配慮しながら、サービスの供給量を確保していきます。 

 

 

 

【２－６】訪問リハビリテーション 

   理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるために機能訓練を行うサービスです。 

  

① 現状と課題 

 予防給付も介護給付も利用回数は、目標量を下回っています。 

   今後も医療から介護へ移行する要介護者にとって必要なサービスであると考えられる

ので、医療機関などと協議しながら、サービスの需要に対応する必要があります。 
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 <表>訪問リハビリテーションの利用状況            （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 12 10 10 

利用回数 1,303 1,480 1,317 

計画 

利用者数 15 15 15 

利用回数 1,620 1,620 1,620 

目標達成率 80.4% 91.4% 81.3% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 35 22 25 

利用回数 4,705 4,496 3,780 

計画 

利用者数 37 40 41 

利用回数 5,268 5,496 5,580 

目標達成率 89.3% 81.8% 67.7% 

計 実績 利用者数 47 32 35 

事業所数 1 1 1 

  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込 

  

②計画 

  <表>訪問リハビリテーションの年度ごとの目標量          （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 11 11 11 11 7 

見込量 1,428 1,428 1,428 1,428 912 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 22 23 23 23 18 

見込量 3,756 3,876 3,876 3,816 2,724 

計 
利用者数 33 34 34 34 25 

見込量 5,184 5,304 5,304 5,244 3,636 

     注記：利用者数は１カ月の利用者数 見込量は１年間の延利用回数 

        見込量計は、ほぼ横ばいを見込む 
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注記：平成 30 から令和 2 年度の「利用回数」は 1 年間の延べ利用「日数」、令和 3 年度以降の「見

込量」は 1 年間の延べ利用「回数」を計上している。 

 

・目標量達成のための方策 

   在宅復帰や在宅生活支援の観点から、今後もサービスの提供量を確保し、利用者のニ

ーズに対応したサービスの提供を図ります。 

 

【２－７】短期入所サービス（生活介護・療養介護） 

 ア 短期入所生活介護 

   特別養護老人ホームに短期入所し、入浴や排せつ、食事などの介護や機能訓練などを

行うサービスです。 

 

① 現状と課題 

    短期入所サービスの予防給付と介護給付の利用者数の合計は、ほぼ横ばいとなって

います。 

    高齢化率が上昇し要介護認定者や重度の在宅生活者が増えることにより、今後も利

用ニーズが高まるものと予想されるため、サービスの供給量を確保していく必要があ

ります。令和２年１０月に、事業所が１カ所増えました。 

 <表>短期入所生活介護の実施状況               （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 2 4 4 

利用回数 212 272 327 

計画 

利用者数 5 5 5 

利用回数 240 240 240 

目標達成率 88.3% 113.3% 136.2% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 224 225 234 

利用回数 32,058 30,655 30,909 

計画 

利用者数 238 238 248 

利用回数 31,120 31,300 32,660 

目標達成率 103.0% 97.9% 94.6% 

計 実績 利用者数 226 229 238 

事業所数 7 7 8 

  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込 

 

 ②計画 

 <表>短期入所生活介護の年度ごとの目標量              （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 6 7 8 9 9 

見込量 372 444 516 588 588 
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介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 227 230 234 236 230 

見込量 31,200 31,692 32,160 32,304 31,464 

計 
利用者数 233 237 242 245 239 

見込量 31,572 32,136 32,676 32,892 32,052 

     注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

        見込量計は、令和3年度以降約2％の増を見込む 

  ・目標量達成のための方策 

    増加する利用需要に対応するため、サービス事業所の確保に努めます。 

  

イ 短期入所療養介護 

   介護老人保健施設に短期間入所して、医学的管理の下に介護や機能訓練などの必要な

医療や、日常生活上の介護を行うサービスです。 

 

①現状と課題 

   第７期計画期間の利用回数は減少傾向にあり、介護給付の令和２年度は目標値を大き

く下回っています。利用者のニーズに応じたサービスの提供を維持する必要があります。 

 <表>短期入所療養介護の実施状況               （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 0 0 0 

利用回数 0 0 0 

計画 

利用者数 0 0 0 

利用回数 0 0 0 

目標達成率 0.0% 0.0% 0.0% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 12 6 5 

利用回数 825 954 570 

計画 

利用者数 11 11 11 

利用回数 952 961 971 

目標達成率 86.7% 99.3% 58.7% 

計 実績 利用者数 12 6 5 

事業所数 1 1 1 
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  注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、

令和2年度は１年間の延利用回数見込 

 

 ②計画 

 <表>短期入所療養介護の年度ごとの目標量              （単位：人、回） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 0 0 0 0 0 

見込量 0 0 0 0 0 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 6 6 6 6 6 

見込量 480 480 480 480 480 

計 
利用者数 6 6 6 6 6 

見込量 480 480 480 480 480 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

       見込量計は、ほぼ横ばいで推移すると見込む 

  

・目標量達成のための方策 

  利用需要に対応できるサービス提供量を確保するため、必要に応じて調整していきます。 

 

【２－８】福祉用具の貸与 

   日常生活上の便宜を図り、また、機能訓練のために、車椅子や特殊寝台などの介護用

品の貸与を行うサービスです。 

 

 ①現状と課題 

   福祉用具貸与の事業所は市内に１カ所のみで、ほとんどのサービスを市外の事業所が

提供しています。 

   利用者数は今後も一定数が見込まれ、要介護者の身体の状況に合った福祉用具を提供

する必要があります。 
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  <表>福祉用具貸与の実施状況                   （単位：人） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 154 151 181 

計画 
利用者数 185 191 204 

目標達成率 83.2% 79.1% 88.7% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 利用者数 657 635 656 

計画 
利用者数 601 613 627 

目標達成率 109.3% 103.6% 104.6% 

計 実績 利用者数 811 786 837 

    注記： 利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

 ②計画 

 <表>福祉用具貸与の年度ごとの目標量                  （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 170 171 172 172 167 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 654 656 658 660 658 

計 利用者数 824 827 830 832 825 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数 

       利用者数は、令和3年度以降、ほぼ横ばいを見込む 

   

 

・目標量達成のための方策 

    福祉用具の貸与については、適正なサービスを提供するため、専門的な相談・助言

ができる体制を維持します。 

    また、市内外の事業所の利用が可能なため、居宅介護支援事業所や在宅介護支援セ

ンターなどを通じて、利用者に事業所情報の提供を的確に行います。 
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【２－９】福祉用具給付・住宅改修 

   福祉用具給付サービスは、入浴や排泄に使用する貸与になじまない入浴補助用具や簡

易浴槽、腰掛便座、特殊尿器などを購入したときに、償還払いで助成します。 

   住宅改修サービスは、居宅において安全で移動しやすく暮らしやすいものとするため、

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、償還払いで助成します。 

 

① 現状と課題 

   福祉用具給付・住宅改修は、居宅生活を継続する上で必要なサービスです。住宅改修

の予防給付利用者は年々増加していますが、福祉用具給付と住宅改修の介護給付利用者

は減少傾向にあり、令和２年度はいずれも目標値を下回る見込みです。 

 <表>福祉用具給付・住宅改修の実施状況                 （単位：人） 

区 分 実績・計画 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

福
祉
用
具
給
付 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 27 40 29 

計画 
利用者数 60 61 62 

目標達成率 45.0% 65.6% 46.8% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 利用者数 96 104 89 

計画 
利用者数 108 109 110 

目標達成率 88.9% 95.4% 80.9% 

計 実績 利用者数 123 144 118 

住
宅
改
修 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 33 45 48 

計画 
利用者数 66 66 66 

目標達成率 50.0% 68.2% 72.7% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 利用者数 82 72 66 

計画 
利用者数 70 70 70 

目標達成率 117.1% 102.9% 94.3% 

計 実績 利用者数 115 117 114 

     注記：利用者は１年間の利用者数、令和2年度は１年間の利用者見込数 

 ②計画 

 <表>福祉用具給付・住宅改修の年度ごとの目標量             （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

福
祉
用
具
給
付 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 36 36 36 36 36 

介護給付 
（要介護1～5） 

利用者数 96 96 96 108 84 

計 利用者数 132 132 132 144 120 

住
宅
改
修 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 48 48 48 48 48 

介護給付 
（要介護1～5） 

利用者数 72 72 72 84 84 

計 利用者数 120 120 120 132 132 

  注記：利用者数は１年間の利用者数 

     福祉用具利用者数、住宅改修利用者数ともにほぼ横ばいで推移するものと見込む 
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・目標量達成のための方策 

    福祉用具給付については、日常生活で使用することで、利用者の生活能力を引き出

すような適正なサービス提供を推進するため、専門相談員や介護支援専門員による相

談・助言ができる体制を維持します。 

    住宅改修については、要介護者などにとって最も有効な改修を行う必要があるため、

介護支援専門員を中心とし円滑なサービスの提供を図ります。 

 

【２－１０】居宅療養管理指導 

   医師や薬剤師などが自宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握して、療養上の管理

や指導を行うサービスです。 

 

 ①現状と課題 

   第７期の利用者数はほぼ横ばいとなっています。 

   医療依存度の高い居宅療養高齢者が増加するため、医師との連携のもと、病院や医院

からの訪問指導のほか、薬剤師の訪問服薬指導なども必要となってきます。 
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 <表>居宅療養管理指導の実施状況                  （単位：人） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 4 3 5 

計画 
利用者数 6 7 8 

目標達成率 66.7% 42.9% 62.5% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 利用者数 24 25 28 

計画 
利用者数 29 28 28 

目標達成率 82.8% 89.3% 100.0% 

計 実績 利用者数 28 28 33 

   注記：利用者数は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

 ②計画 

 <表>居宅療養管理指導の年度ごとの目標量                （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 4 4 4 4 4 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 30 30 31 31 31 

計 利用者数 34 34 35 35 35 

    注記：利用者数は1カ月の利用者数 

       利用者数計は、横ばいで推移すると見込む 
 

  ・目標量達成のための方策 

    利用者のニーズに応えるため、市内の医療関係機関などと連携を図り、サービスの

円滑な提供に努めます。 

 

 

【２－１１】特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホームなど） 

   サービス付き高齢者向け住宅や養護老人ホームなどにおいて、入居している要介護者

などに対して、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などのサービスを提供します。 

 

① 現状と課題 

   市内養護老人ホーム（定員４６人）の利用者の減少に伴い、介護給付の利用者数が減

少しています。予防給付の利用者数は、住所地特例の方が、市外の特定施設入居者生活

介護を利用している人数になります。 

   高齢になっても住み続けられる高齢者住まいの整備を促進するため、サービス付き高

齢者向け住宅などでも利用者のニーズに対応したサービスの提供量を確保する必要があ

ります。 
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  <表>特定施設入居者生活介護の利用状況             （単位：人） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 利用者数 4 2 3 

計画 
利用者数 0 0 0 

目標達成率 - - - 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 利用者数 20 29 19 

計画 
利用者数 23 23 24 

目標達成率 87.0% 126.1% 79.2% 

計 実績 利用者数 24 31 22 

    注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

 ②計画 

 <表>特定施設入居者生活介護の年度ごとの目標量             （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

利用者数 4 4 4 4 4 

介護給付 
（要介護 1～5） 

利用者数 21 21 21 23 23 

計 利用者数 25 25 25 27 27 

    注記：利用者数は1カ月の利用者数。ほほ横ばいで推移すると見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    特定施設入居者生活介護の需要は横ばいで推移すると予想されます。今後もサービ

スの提供量を確保し、利用者のニーズに対応したサービスの提供を図ります。 

 

（３）施設サービス 

【３－１】介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

   居宅において適切な介護を受けることが困難な利用者に対し、入浴や排せつ、食事な

どの生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うサービスです。 

 

① 現状と課題 

   本市には福井県済生会聖和園（定員１２０人）と、大野和光園（定員１００人）、ビハ

ーラ大野（定員９４人）の３施設があり、定員数は３１４人となっています。広域型の

施設であるため市外からの入所者があり、市内の入所者数は定員数を下回っている状況

です。 

令和２年度の市外施設入所者数は４７人で、依然として利用ニーズが高いため、第７

期計画中に地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養）の整備などにより、利用需要の

増加に対応したサービス提供量の確保を図ってきました。 
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 <表>介護老人福祉施設の入所状況（各年度4月分）  （単位：箇所、人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

施設数 3 3 3 

市内施設定員数 314 314 314 

入所者数 
市内施設 287 279 281 

市外施設 53 51 47 

計 340 330 328 

入所者数計画 349 349 355 

目標達成率 97.4% 94.6% 92.4% 

    注記：令和2年度は10月の入所者数 

 

 ②計画 

 <表>介護老人福祉施設の年度ごとの目標量                （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 334 334 334 334 312 

     注記：利用者は年度末１カ月の利用者数。入所者数は、横ばいで推移すると見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    真に入所が必要な高齢者へは、各計画期間において１事業所ずつ計画的に整備を進

めてきた、地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養）の利用でサービス提供量の確

保に努めます。 

    また、今後も真に入所が必要な高齢者のために、福井県特別養護老人ホーム入所指

針に基づき適正な対応を事業所に指導していきます。 

 

 

 

【３－２】介護老人保健施設 

   入院治療の必要のない利用者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などの

必要な医療、日常生活上の世話などのサービスを行います。 

 

①現状と課題 

   奥越圏域には３カ所（定員１９２人）の介護老人保健施設がありますが、本市の介護

老人保健施設は、「キラキラの町」（定員２９人）１カ所となっています。第６期計画期

間中に２施設（市内１施設、市外１施設）が介護老人福祉施設に転換となったことから、

定員が大幅に減少し、入所者数も大きく減少しているため、適切なサービス提供量を確

保する必要があります。 
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 <表>介護老人保健施設の入所状況（各年度4月分）  （単位：箇所、人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

施設数 
市内施設 1 1 1 

市外施設 2 2 2 

計 3 3 3 

定員数 
市内施設 29 29 29 

市外施設 163 163 163 

計 192 192 192 

入所者数 
市内施設 29 29 24 

市外施設 24 20 18 

計 53 49 42 

入所者数計画 66 66 66 

目標達成率 80.3% 74.2% 63.6% 

注記：令和2年度は10月の入所者数。市外施設は奥越圏域のみの入所者数 

 

 ②計画 

 <表>介護老人保健施設の年度ごとの目標量                （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 59 59 59 59 40 

注記：利用者は年度末１カ月の利用者数。入所者数は、横ばいで推移すると見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    介護老人保健施設は、機能訓練に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所する施設

であるため、在宅と施設の中間的サービスとして位置付けており、第８期期間中の利

用者数は横ばいになると見込み、現在のサービス提供量の確保に努めます。 

 

【３－３】介護療養型医療施設 

   病状が安定している長期療養者であって、常時医学的管理が必要な要介護者を対象に、

療養上の管理や看護、医学的管理下の介護などの世話、機能訓練などの必要な医療のサ

ービスを提供します。 

 

① 現状と課題 

   平成２８年度以降介護療養型医療施設に入所されている方はいません。また、介護療

養病床は介護保険法の改正により令和５年度末で廃止されます。 
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【３－４】介護医療院 

   療養病床の転換先の新たな施設類型として平成３０年度に創設された施設サービスで、

長期にわたり療養が必要である人に、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護や機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うサービスです。 

    

①現状と課題 

   令和元年度に市内に介護医療院（定員６人）が１カ所開設され、令和２年度には定員

が１６人に増加しました。 

介護医療院は、長期療養が必要な要介護者を受け入れ、看取りなどの医療的ケアと生

活支援サービスを合わせて行う施設で、今後、高齢化率の上昇に伴う利用需要の増加に

対応できるサービス提供量を確保する必要があります。 

 

 <表>介護医療院入所状況（各年度4月分）      （単位：箇所、人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

市内施設数 0 1 1 

市内施設定員数 0 6 16 

入所者数 
市内施設 0 1 1 

市外施設 0 1 10 

計 0 2 11 

入所者数計画 － － － 

注記：令和2年度は10月の入所者数 

 

 ②計画 

 <表>介護医療院の年度ごとの目標量                   （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 16 16 45 45 45 

注記：利用者数は年度末1カ月の利用者数。令和5年度から施設1カ所増を見込む 

 

・目標量達成のための方策 

介護医療院は、今後、高齢化率の上昇、特に後期高齢者数の増加に伴う利用需要の増

加に対応できるよう、第８期計画期間では施設１カ所（定員２９人）増を見込み、サー

ビス提供量を確保します。 
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３ 地域密着型サービスの推進 

（１）事業の目的 

   高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生

活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスです。 

 

（２）地域密着型サービスの仕組み 

   地域密着型サービスは、市が事業者の指定を行い、原則として市民のみが利用の対象と

なります。 

   地域密着型サービスの整備については、既存の公的介護施設などの整備状況を勘案して、

日常生活圏域ごとに計画し、事業者の指定を行います。 

 

（３）地域密着型サービス整備における日常生活圏域の設定 

   日常生活圏域は、日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情、社

会的条件、介護給付など対象サービス施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案し

て、中学校区を基本として四つのエリアを定めています。 

   第８期計画においても、現行の日常生活圏域の設定を継続し、地域密着型サービスの整

備を進めます。 

 

 <表>①日常生活圏域の概況（令和2年4月1日現在）        （単位：人） 

圏域名 人口 高齢者人口 高齢化率 

①開成中学校区 11,175 3,854 34.49% 

②陽明中学校区 13,382 4,647 34.73% 

③上庄・尚徳中学校区 7,607 3,035 39.90% 

④和泉中学校区 466 219 47.00% 

計 32,630 11,755 36.03% 

    ※資料は、住民基本台帳による 

 

 <表>②日常生活圏域ごとの高齢者世帯の状況（令和 2年 4月 1日現在）  （単位：世帯） 

 高齢者世帯 
一人暮らし世帯 高齢者のみ世帯（単身除く） 

世帯数 割合 世帯数 割合 

①開成中学校区 2,649 854 32.24% 520 19.63% 

②陽明中学校区 3,095 783 25.30% 681 22.00% 

③上庄・尚徳中学校区 1,902 356 18.72% 371 19.51% 

④和泉中学校区 152 59 38.82% 43 28.29% 

計 7,798 2,052 26.31% 1,615 20.71% 
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 <表>③日常生活圏域における介護保険事業所の状況（令和 3年 3月末見込み）（単位：箇所） 

 
①開成中学 

校区 

②陽明中学 

校区 

③上庄・尚徳

中学校区 

④和泉中学 

校区 
計 

居宅介護支援事業所 6 6 1  13 

訪問介護 4 4 1  9 

訪問入浴介護 1 1   2 

訪問看護 3 5   8 

訪問リハビリ  1   1 

通所介護 4 5 2  11 

地域密着型通所介護 2 3 2 1 8 

通所リハビリ 1 1   2 

短期入所サービス生活介護 2 4 2  8 

短期入所サービス療養介護  1   1 

小規模多機能型居宅介護 2  2  4 

看護小規模多機能型居宅介護  1   1 

認知症対応型通所介護 1  1  2 

介護老人福祉施設 1（100 人） 1 （94 人） 1（120 人)  3（314 人） 

介護老人保健施設  1 （29 人）   1 （29 人） 

認知症対応型共同生活介護 1（  9 人） 2（ 27 人） 1（ 9 人）  4（ 45 人） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1（ 29 人） 2（ 58 人） 1（ 29 人）  4（116 人） 

介護医療院 1（ 16 人）    1（ 16 人） 

計 30（154 人） 38（208 人） 14（158 人） 1 83（520 人） 

   注記：（ ）内は定員数 

 

（４）日常生活圏域における要介護認定者の状況 

   日常生活圏域別の要介護認定者数は、陽明中学校区が８１５人と最も多く、全体の３８．

０％を占めており、次いで開成中学校区が多い状況です。 

   日常生活圏域別の認定率は、和泉中学校区、上庄・尚徳中学校区が高い状況です。 

 <表>①日常生活圏域ごとの要介護認定者の状況（令和2年4月1日現在）    （単位：人） 
圏域名 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計 

①開成中学校区 
42 100 91 149 120 82 68 652 

6.4% 15.3% 14.0% 22.9% 18.4% 12.6% 10.4% 100.0% 

②陽明中学校区 
46 118 129 174 129 122 97 815 

5.6% 14.5% 15.8% 21.4% 15.8% 15.0% 11.9% 100.0% 

③上庄・尚徳中学校区 
22 97 80 155 91 102 79 626 

3.5% 15.5% 12.8% 24.8% 14.5% 16.3% 12.6% 100.0% 

④和泉中学校区 
4 8 6 14 11 5 5 53 

7.6% 15.1% 11.3% 26.4% 20.8% 9.4% 9.4% 100.0% 

    注記：各校区別欄の下段は認定者に対する割合  住所地特例者（33人）は含まれない 

 <表>②日常生活圏域別の要介護認定率（令和2年4月1日現在）   （単位：人） 

圏域名 高齢者人口 認定者数 認定率 

① 開成中学校区 3,854 652 16.9% 

② 陽明中学校区 4,647 815 17.5% 

③ 上庄・尚徳中学校区 3,035 626 20.6% 

④ 和泉中学校区 219 53 24.2% 

計 11,755 2,146 18.3% 

注記：高齢者人口は住民基本台帳、認定者数は介護保険システムによる 
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（５）サービスの現状と目標 

【５－１】小規模多機能型居宅介護 

   「通い」を中心として、利用者の状態や希望に応じて、随時「訪問」「泊まり」を組み

合わせたサービスの提供により、中重度になっても在宅生活が継続できるよう支援するサ

ービスです。 

 

① 現状と課題 

   予防給付は計画値より利用回数が大きく上回っていますが、介護給付の利用回数は下

回っています。今後も、サービス内容の周知と、利用需要に対応したサービス提供量を

確保し、効率的な利用を促進する必要があります。 

 <表>小規模多機能型居宅介護の実施状況         （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 8 11 10 

利用回数 2,272 2,965 2,987 

計画 

利用者数 6 6 6 

利用回数 720 720 720 

目標達成率 315.6% 411.8% 414.9% 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 44 45 36 

利用回数 12,225 11,735 9,269 

計画 

利用者数 50 50 50 

利用回数 12,430 12,430 12,430 

目標達成率 98.4% 94.4% 74.6% 

計 実績 利用者数 52 56 46 

事業所数 4 4 4 

  注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数。利用回数は１年間の延利用回数、令

和2年度は１年間の延利用回数見込 
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 ②計画 

 <表>小規模多機能居宅介護の年度ごとの目標量             （単位：人、回） 

区  分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

予防給付 
（要支援1･2） 

利用者数 9 9 9 9 7 

見込量 2,700 2,700 2,700 2,700 2,100 

介護給付 
（要介護1～5） 

利用者数 40 40 40 40 38 

見込量 10,200 10,200 10,200 10,200 9,700 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

       サービス見込量としては、ほぼ横ばいで推移するものと見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    事業の内容について、市民への周知を図り、市内に整備されている小規模多機能型居

宅介護事業所の効率的な利用促進に努めます。 

    また、定額払いというサービスの特性を踏まえ、適正なサービスの提供の確保と質の

向上に努めます。 

 

【５－２】認知症対応型通所介護 

   介護が必要な認知症高齢者が、認知症の特性に配慮したデイサービスセンターで、入浴

や食事といった日常生活の世話や相談、助言、機能訓練などのサービスを受けるサービス

です。 

 ①現状と課題 

   １事業所の定員が１２人以下の小規模単位であることから家庭的な環境でサービスを

提供しており、要介護度の重度者が利用する傾向にあります。 

   令和元年度に、１カ所が看護小規模多機能型居宅介護に移行したため、事業所は２カ

所に減少し、利用者数も減少しました。今後とも、認知症の特性に配慮したサービスが提

供されるよう、サービス内容の充実を図る必要があります。 

 <表>認知症対応型通所介護の実施状況              （単位：人、回） 

区 分 実績・計画 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

予防給付 
（要支援 1･2） 

実績 
利用者数 0 0 0 

利用回数 0 0 0 

計画 

利用者数 0 0 0 

利用回数 0 0 0 

目標達成率 ― ― ― 

介護給付 
（要介護 1～5） 

実績 
利用者数 52 38 40 

利用回数 7,180 4,711 4,212 

計画 

利用者数 60 61 62 

利用回数 7,032 7,140 7,284 

目標達成率 102.1% 66.0% 57.8% 

計 実績 利用者数 52 38 40 

事業所数 3 2 2 
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  注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

利用回数は１年間の延利用回数、令和2年度は１年間の延利用回数見込 

  

②計画 

 <表>認知症対応型通所介護の年度ごとの目標量             （単位：人、回） 

区  分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和22年度 

介護給付 
（要介護1～5） 

利用者数 40 41 42 43 38 

見込量 4,224 4,320 4,404 4,488 4,212 

    注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

       利用者数は、令和3年度以降約2％の伸びを見込む 

   

・目標量達成のための方策 

    認知症高齢者が増えており、今後、徐々に利用ニーズが高まることが見込まれます。 

    認知症高齢者やその家族を支援する観点から、通所サービスの利用を促進するととも

に、サービスの質に十分配慮します。 

 

【５－３】認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   認知症の高齢者に対して、共同生活を営む住居で家庭的な環境と地域住民との交流の下、

入浴や排せつ、食事などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常

生活を営めるようにするサービスです。 

 

 ①現状と課題 

   高齢化率の上昇に伴い認知症高齢者が増えており、今後も需要の増加が見込まれるため、

利用需要に対応できるサービス提供量を確保する必要があります。第７期計画に基づく

施設整備により、令和２年度に事業所が１カ所（定員９人）増え、市内に事業所が４カ

所となりました。 

 <表>認知症対応型共同生活介護の実施状況     （単位：人、箇所） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

利用者数 33 37 45 

利用者数計画 36 36 45 

目標達成率 91.7% 102.8% 100.0% 

事業所数 3 3 4 

     注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

  ②計画 

 <表>認知症対応型共同生活介護の年度ごとの目標量             （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 45 45 54 54 54 

     注記：利用者数は１年間の利用者数。令和5年度から事業所1カ所増による利用者増を見込む 
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  ・目標量達成のための方策 

    家庭的な環境での共同生活によって精神的に安定した生活を送ることができるグル

ープホームは、認知症の進行を遅らせることに有効とされていることから、第８期計画

期間では施設を整備し、サービス提供量の増加を図ります。 

 

【５－４】地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム） 

   介護老人福祉施設のうち、住み慣れた地域に所在する、入所定員が２９人以下の小規模

施設で介護サービスを受けることができます。 

   居宅での適切な介護を受けることが困難な利用者に対し、身近な地域において入浴、排

せつ、食事などの生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うサービスです。 

 

①現状と課題 

   これまでの各計画期間において１事業所ずつ合計４事業所を整備し、サービス提供量を

確保してきたため、今後は、適正なサービスの確保・質の向上に努め、提供量を維持する

必要があります。 

 <表>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の実施状況 （単位：人、箇所） 

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

利用者数 86 90 94 

利用者数計画 87 87 116 

目標達成率 98.9% 103.4% 81.0% 

事業所数 3 3 4 

     注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

 ②計画 

 <表>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の年度ごとの目標量     （単位：人） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 116 116 116 116 116 

    注記：利用者数は１年間の利用者数。令和3年度以降は横ばいを見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    特別養護老人ホームへの入所希望は依然として高いものの、第７期計画までに行った

施設整備により利用需要に対するサービス提供量がある程度確保されたため、今後はサ

ービス提供量を維持するとともに、サービスの質の確保を図ります。 

 

【５－５】地域密着型通所介護 

   平成２８年４月から、通所介護事業所のうち、利用定員が１８人以下の小規模な７事業

所が地域密着型通所介護に移行しました。 

また、令和２年度中には、通所介護から１カ所が地域密着型通所介護（定員１０人）に
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移行しました。 

 

① 現状と課題 

   地域密着型通所介護の利用者数は増加傾向であり、利用ニーズが高く、今後も需要が拡

大すると見込まれるため、利用需要に対応できるサービス提供量を確保する必要がありま

す。 

 

 <表>地域密着型通所介護の実施状況     （単位：人、箇所） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

利用者数 172 180 176 

利用者数計画 175 178 182 

目標達成率 98.3% 101.1% 96.7％ 

事業所数 7 7 7 

     注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

 ②計画 

 <表>地域密着型通所介護の年度ごとの目標量                （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 182 185 189 196 180 

見込量 23,196 23,556 24,108 25,044 22,968 

     注記：利用者数は１年間の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

        利用者数は、約2％の伸びを見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    地域密着型通所介護サービスの利用需要に対応するため、サービス提供量の確保を図

ります。 

 

【５－６】看護小規模多機能型居宅介護 

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、看護と介護サービスの一体的な提

供により医療ニーズの高い要介護者への支援を行うサービスです。 

 

① 現状と課題 

このサービスは、第７期計画策定時には整備の予定がありませんでしたが、令和元年

度に、１カ所が認知症対応型通所介護から看護小規模多機能型居宅介護に移行しました。 

高齢化率の上昇に伴い増加する医療ニーズの高い要介護者への、利用需要に対応した

サービス提供量を確保し、サービス内容の周知と効果的な利用を促進する必要がありま

す。 
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 <表>看護小規模多機能型居宅介護の実施状況     （単位：人、箇所） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

利用者数 - 14 18 

利用者数計画 - - - 

事業所数 - 1 1 

     注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

 ②計画 

＜表＞介護の年度ごとの目標量                       （単位：人） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 令和 22 年度 

利用者数 23 24 24 24 20 

見込量 6,371 6,457 6,457 6,457 5,540 

     注記：利用者数は１カ月の利用者数、見込量は１年間の延利用回数 

        利用者数、サービス見込量ともに、ほぼ横ばいを見込む 

 

  ・目標量達成のための方策 

    事業の内容について、市民や介護支援専門員、介護事業所などへの周知を図り、看護

小規模多機能型居宅介護事業所の効率的な利用促進に努めます。 

 

（６）日常生活圏域における現状と計画目標 

   地域密着型サービス事業所の指定は、日常生活圏域ごとに計画的に行います。 

 

 ①開成中学校区 

   日常生活圏域の概況としては、当校区は高齢者人口３，８５４人、高齢者世帯２，６４

９世帯と、いずれも陽明中学校区の次に多く、このうち一人暮らし世帯数が８５４世帯と

最も多いのが特徴です。 

   要介護認定者数は６５２人と陽明中学校区の次に多く、要介護１から３の認定者が占め

る割合が比較的多くなっています。 

   当校区内には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が１カ所や介護医療院が1カ

所、訪問・通所系サービス事業所、地域密着型サービス事業所が整備されています。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、認知症に関する項目の該当者が多い傾向にあ

ります。また、『病気で寝込んだ時に世話をしてくれる人は、「いない」や「別居の子ども」』

と回答した人の割合が多い校区となっています。 

このため、第８期計画では、家庭的な環境での共同生活によって精神的に安定した生活

を送ることができる認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備を促進します。 

 

 ②陽明中学校区 

   日常生活圏域の概況としては、当校区は高齢者人口４，６４７人、高齢者世帯３，０９
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５世帯と最も多く、このうち、高齢者の夫婦のみの世帯が６８１世帯と最も多いのが特徴

です。 

   要介護認定者数は８１５人と最も多く、要介護３以上の重度認定者数も多くなっていま

す。 

   当校区内には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が１カ所や介護老人保健施設

が１カ所、訪問・通所系サービス事業所、地域密着型サービス事業所が整備されています。 

   市内で最も要介護認定者数が多く、また介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では「病気

で寝込んだ時に世話をしてくれる人がいない」と回答した人の割合が多い校区ではあるも

のの、第７期計画において地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護

老人ホーム）を１カ所整備したことにより、利用者ニーズはほぼ充足されていると考えら

れます。 

   今後は、開成中学校区に１カ所整備された介護医療院の入所者数が定員に達することに

備え、同様のサービスの提供量を確保するとともに、現在の居宅サービスの適正な利用を

促進します。 

 

 ③上庄・尚徳中学校区 

   日常生活圏域の概況としては、当校区の高齢者人口３，０３５人、高齢者世帯１，９０

２世帯であり、高齢化率３９．９０％と本市平均より高くなっています。高齢者世帯のう

ち、一人暮らし世帯の割合が１８．７％、高齢者のみの世帯の割合が１９．５％と、他の

校区に比べ特に低いのが特徴です。 

   要介護認定者の状況については、要介護認定率が２０．６％と和泉中学校区の次に高く、

要介護３以上の認定者の割合は最も高くなっています。 

当校区内には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が１カ所や訪問・通所系サー

ビス事業所、地域密着型サービス事業所が整備されています。 

   高齢化率、要介護認定率や要介護３以上の重度者の割合が多く、また介護予防・日常生

活圏域ニ－ズ調査では、認知症に関する項目の該当者が多い校区であるものの、７期計画

において認知症対応型共同生活介護（グループホーム）を１カ所整備したことにより、利

用者ニーズはほぼ充足されていると考えられます。 

   今後は、現在の居宅・施設サービスの適正な利用を促進します。 

 

 ④和泉中学校区 

   日常生活圏域の概況としては、当校区の高齢者人口２１９人、高齢者世帯１５２世帯で

あり、高齢化率４７．０％と最も高くなっています。高齢者世帯のうち一人暮らし高齢者

や高齢者のみの世帯の占める割合が最も高くなっています。 

   要介護認定者の状況については、要介護認定率が２４．２％と最も高く、要介護２まで

の比較的軽度の認定者が多くなっています。 

   介護保険事業所の状況については、要介護認定者数に比べ、通所系サービスの提供量は
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充足しており、今後は、現在の居宅サービスの利用を促進します。 

 

 ⑤計画 

   第８期計画では、各日常生活圏域の現状や要介護認定率、認知症高齢者数の増加を踏ま

え、令和４年度に、認知症対応型共同生活介護（グル－プホ－ム）を開成中学校区で１

事業所整備することとします。 

 

 ＜表＞日常生活圏域における地域密着型サービス指定目標量 

指定年度 指定サービス・規模 事業所数 指定校区 

令和４年度 認知症対応型共同生活介護（９人規模） １ 開成中学校区 
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４ 地域支援事業の推進 

（１）事業の目的 

   高齢者が要介護・要支援状態となることを予防し、社会参加の促進を図るとともに、

要介護状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的に、地域支援事業を行います。 

   また、高齢者の総合的な相談や支援のために、地域包括支援センターを設置していま

すが、今後も相談機能を充実するとともに、多様な主体の参画による日常生活の支援体

制、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、在宅医療と介護の連携体制、支え合

い・助け合いの地域づくりおよび認知症高齢者への支援体制の構築などにより、本市ら

しい地域包括ケアシステムの推進を図ります。  

   

（２）事業の内容 

   地域支援事業は、①介護予防・日常生活支援総合事業 ②包括的支援事業 ③任意事業

の３事業から構成されます。 

 

 【２－１】介護予防・日常生活支援総合事業 

  ア 介護予防・生活支援サービス事業 

     要支援者などが、重度化することを予防し、地域において自立した日常生活の支援

を行うことにより、生きがいや自己実現のための取り組みを支援します。また、専門

的なサービスに加え、住民主体等の多様なサービスを充実することにより、地域の支

え合いの体制づくりを推進します。 

 

ⅰ）訪問型サ－ビス（第１号訪問事業） 

     要支援者などに対して、掃除や洗濯などの日常生活上の支援を提供します。身体介

護などが必要な人を対象とした「訪問介護相当サービス」、基準を緩和し家事支援員な

どによる支援を行う「訪問型サービスＡ」、住民主体で支援を行う「訪問型サービスＢ」、

および保健師など専門職による相談支援を短期集中で行う「訪問型サービスＣ」を行

います。 

（単位：人、団体） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

相当サービス 60 64 65 69 

サービスＡ 19 17 18 19 

サービスＢ - - - 1 

サービスＣ  1 3 0 5 

注記：相当サービス、サービスＡの利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

       サービスＣの利用者は１年間の利用者数見込。サービスＢは実施団体数 
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ⅱ）通所型サービス（第１号通所事業） 

     要支援者などに対し、機能訓練や集いの場など、日常生活上の支援を行います。入

浴介助や機能訓練などが必要な人を対象とした「通所介護相当サービス」、基準を緩

和し簡単な体操などミニデイサービスを行う「通所型サービスＡ」およびリハビリ専

門職による機能訓練を短期集中で行う「通所型サービスＣ」を行います。 

住民主体で通いの場を運営する「通所型サービスＢ」については、一般介護予防事 

業のふれあいサロンや、公民館などにおける既存のサ－ビスを拡充することで、自主

的な運営ができるよう支援します。 

（単位：人、団体） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

相当サービス 169 172 185 184 

サービスＡ 13 6 2 11 

サービスＢ - - - - 

サービスＣ  3 3 0 5 

注記：相当サービス、サービスＡの利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

       サービスＣの利用者は１年間の利用者数見込 

 

ⅲ）その他生活支援サービス（第１号生活支援事業） 

     要支援者などに対して、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者などへの見

守りを提供します。具体的なサービス内容については、生活支援体制整備事業で検討

していきます。 

   

 ⅳ）介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

 要支援者などに対して、総合事業によるサービスなどが適切に提供できるよう、自

立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを実施します。  

（単位：人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

介護予防ケアマネ

ジメント利用者数 
130 119 120 144 

注記：利用者は年度末１カ月の利用者数、令和2年度は10月の利用者数 

 

イ 一般介護予防事業 

     ６５歳以上の高齢者全てとその活動の支援者を対象として、日常生活の支援や介護

予防の観点から地域の特性を生かした事業を行います。 

     事業の実施においては、医療機関・リハビリテーションの専門職や健康増進部門な

どと連携します。また、事業の計画・実行・評価・改善を繰り返し行うことで、事業

を定期的に見直し、介護予防・重度化防止を効果的に推進します。 
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   ⅰ）介護予防把握事業 

     介護予防対象者の把握と認知症の早期発見のために、「介護予防・もの忘れ検診チ

ェックリスト」を実施し、介護予防活動につなげます。 

 （単位：人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

もの忘れ検診からの

把握人数 
237 239 80 50 

注記：令和2年度は1年間の見込。令和3年度より対象者を見直し、認知機能の低下が疑われる者のみとする 

    

ⅱ）介護予防普及啓発事業 

     介護予防や認知症予防に関する知識普及のための啓発活動を行います。なお、認知

症の普及啓発活動は、認知症当事者や家族の意見を踏まえて実施するよう努めます。 

                              （単位：人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

講演会 

参加者数 
75 79 - 100 

注記：講演会は年1回開催。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催中止 

 

ⅲ）地域介護予防活動支援事業 

     介護予防活動の地域展開を目指し、介護予防に関するボランティアなどの人材育

成や、多様な地域活動組織の育成および支援を行います。 

 

・介護予防教室 

       高齢者の介護予防活動や生きがいづくりに取り組む場として、住民主体の通

いの場の立ち上げを支援します。 

（単位：箇所、回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実施箇所 10 8 6 7 

実施回数 120 90 59 84 

延べ参加人数 1,285 935 590 1,008 

注記：令和2年度は1年間の見込。令和2年4～5月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止 

 

    ・ふれあいサロン 

      集落センターなどの身近な場所を利用して、介護予防事業や各種相談、健康づ

くりを行うサロンの拡充に努めます。また、在宅介護支援センター、地域の自治

会や民生委員・児童委員などと連携し、サロンに参加していない高齢者の参加促

進を図ります。 
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（単位：箇所、回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実施箇所 72 75 70 80 

実施回数 832 870 840 960 

延べ参加人数 13,731 14,067 11,760 13,440 

注記：令和2年度は1年間の見込。令和2年3～5月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止 

 

・介護予防講師派遣事業 

      老人クラブの交流活動（お出かけほっとサロン事業）へ、認知症予防や倒予防、

栄養改善などの専門講師を派遣し、介護予防を推進します。 

（単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実施回数 160 139 136 170 

延べ参加人数 4,920 3,997 1,955 5,000 

注記：令和2年度は1年間の見込。令和2年3～6月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止、 

7月以降は例年の半分の参加者数で開催 

 

 ・高齢者の生きがいと健康づくり事業 

      高齢者の社会活動を推進する目的で、スポーツ活動や健康づくり活動を支援し

ます。 

                                 （単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実施回数 114 112 70 105 

延べ参加人数 3,547 3,194 1,160 3,000 

注記： 令和2年度の実施回数、延べ参加人数は1年間の見込。令和2年度は、新型コロナウイルス感

染拡大の影響で体育大会などが開催中止 

 

・健康サポーター事業 

   介護予防・健康づくりに関するボランティアを育成し、介護予防事業などでの

活動を推進します。 

（単位：人、回） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

活動回数 104 48 66 122 

延べ参加人数 480 154 92 164 

注記：令和2年度は1年間の見込 
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・元気づくり体操クラブ 

      高齢者が主体的に運動や交流を行うことで、介護予防や健康づくりに取り組んで

いますが、他の運動や健康づくり事業と参加者や内容が重複することなどから、

令和３年度は事業を縮小して実施し、令和４年度以降は事業内容を見直します。 

（単位：人、回） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

実施回数 87 76 65 80 

延べ参加人数 1,728 2,443 1,255 2,400 

注記：令和2年度は１年間の見込み。令和2年3～9月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止 

 

・自主活動移行講座（うららでやろまい会） 

   高齢者が自主的に集い、健康づくりや交流活動を行う場として、令和２年度より

元気づくり体操クラブに統合して実施しています。 

（単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実施回数 12 11 - - 

延べ参加人数 271 244 - - 

 

ⅳ）一般介護予防事業評価事業 

     「介護予防・もの忘れ検診チェックリスト」や「後期高齢者健診の質問票」を通

いの場で実施するなどにより、高齢者の健康状態を評価した上で、適切な介護予防・

健康づくりにつなげます。 

 ⅴ）地域リハビリテ－ション活動支援事業 

     地域における介護予防の取り組みを強化するため、通所系サービスや訪問系サー

ビス、地域ケア会議、サ－ビス担当者会議、住民主体の通いの場などに対するリハ

ビリテーション専門職の支援を行います。 

（単位：箇所） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

ご当地体操普及教室 

新規実施 
3 4 2 3 

注記：令和2年度は当初予定3箇所であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で１カ所中止 

 

【２－２】包括的支援事業 

     地域包括支援センターを設置し、高齢者の心身の健康維持や権利擁護、医療と介

護の連携、支え合い・助け合いの地域づくり、認知症施策の推進など日常生活の支

援のために必要な援助を包括的・継続的に実施することで、地域包括ケアシステム

を推進します。 
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  ア 総合相談支援事業 

     高齢者の保健・医療・福祉の各種相談を幅広く受け付け、行政・医療・民生児童

委員などの関係機関との連携によりネットワークを構築し、必要なサービスや制度

の利用を支援します。 

     地域包括支援センターの相談業務などを強化するため、在宅介護支援センター４

カ所（大野市社会福祉協議会、福井県済生会聖和園、大野和光園、和泉在宅介護支

援センター）を協力機関として位置づけ、相談機能の充実を図ります。 

（単位：件） 

延べ相談件数 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

包括分 636 791 822 850 

在宅介護支援

センタ－分 
1,672 1,401 1,344 1,210 

注記：令和2年度は1年間の見込 

 

イ 権利擁護事業 

     十分な問題解決が困難な状況にある高齢者が、尊厳ある生活を維持し安心して生

活することができるよう、専門的・継続的に高齢者の権利擁護のために必要な支援

を行うとともに、その周知に努めます。 

     また、高齢者が置かれた状況に応じて、成年後見制度の利用促進、老人福祉施設

などへの措置入所、高齢者虐待に対応するための地域の見守り体制や専門職を交え

たネットワ－クの構築および消費者被害の防止を行います。 

（単位：人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

虐待相談延べ件数 21 31 35 40 

講演会参加人数 75 79 - 100 

注記：虐待相談件数の令和2年度は1年間の見込。講演会は年1回開催。令和2年度は、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響で開催中止 

  ウ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

     高齢者の状況や変化に応じて、包括的・継続的な支援を受けることができるよう、

地域における関係機関の連携体制を構築するとともに、高齢者の身近な支援者であ

る介護支援専門員に対する相談や支援を行います。 

     また、ケアマネ会議を開催し、高齢者の自立支援と重度化防止を目指したケアプ

ランの作成に努めます。 

（単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

ケアマネ会議 
実施回数 10 10 8 10 

参加人数 540 509 400 500 

注記：令和2年度は1年間の見込。令和2年4～5月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止 
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エ 在宅医療・介護連携推進事業 

     高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ

るよう、在宅医療コーディネーターを１名配置し、在宅医療と介護を切れ目なく一

体的に提供するために、医療機関と介護事業所など多職種の連携を推進します。 

また、人生の最終段階における意思決定支援のため、人生会議（ＡＣＰ：患者･家族

と医療従事者等が、あらかじめ人生の最終段階を含めた今後の治療･療養について、本人

の意思決定を支援するプロセス）の普及啓発を行います。 

 （単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

在宅医療推進連絡会 実施回数 4 4 4 4 

在宅医療講演会  
実施回数 1 1 1 1 

参加人数 104 149 101 100 

地域包括ケアネット

ワ－ク勉強会 

実施回数 2 2 1 2 

参加人数 341 192 80 200 

モデル地区事業 
実施回数 1 - - - 

参加人数 30 - - - 

ミニ講座（ＡＣＰ） 
実施回数 - - 1 4 

参加人数 - - 41 60 

注記：令和2年度は1年間の見込み。令和2年度の地域包括ケアネットワーク勉強会は、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で2回開催予定のうち1回中止 

 

オ 生活支援体制整備事業 

     生活支援コーディネーターを中心に、法人や民間企業、老人クラブ、シルバー人

材センター、民生委員・児童委員、住民ボランティアなど、多様な主体が参加する

協議体を設置し、話し合いながら地域に足りない活動(通いの場や生活支援など)を

創出します。 

また、高齢者自身の社会参加を推進し、地域の様々な関係機関と連携し、地域に

おける支え合いの体制づくりに取り組みます。 

 （単位：人、箇所） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

生活支援コ－ディ 

ネ－タ－配置人数 

１層 1 1 1 1 

２層 2 3 3 4 

第２層協議体設置数 2 4 5 8 

注記：令和2年度の第２層協議体設置数は1年間の見込。令和2年度に8カ所設置予定のところ、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響で立ち上げが遅れた 
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カ 認知症総合支援事業 

認知症になっても当事者や家族の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安

心して暮らし続けることができるよう、認知症地域支援推進員を１名配置して相談体

制を強化するとともに、相談窓口の周知、認知症ケアパスによる認知症の支援体制の

普及、初期集中支援チームによる早期発見や早期治療へつなぐ体制整備、当事者や家

族が気軽に集い相談できる「通いの場」の充実を図ります。 

また、認知症当事者の権利擁護のため、日常生活自立支援事業や成年後見制度の周

知および利用促進を行います。 

      （単位：件、箇所、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

認知症相談延べ件数 74 88 96 105 

初期集中 

支援チ－ム 

推進員対応 

実人数 
1 12 12 15 

チーム対応 

実人数 
1 0 1 2 

医療・介護に

つながった人 
1 11 12 15 

認知症 

相談会 

開催回数 3 2 - - 

利用者実人数 6 2 - - 

認知症 

カフェ 

設置数 2 2 3 3 

延べ参加者数 305 375 135 162 

   注記：令和2年度は１年間の見込。認知症カフェは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で令和2年4～5月は

休止。認知症相談会は令和元年度より中止 

 

キ 地域ケア会議推進事業 

   自立支援・重度化防止に効果的な支援および困難事例に対する適切な支援方法を

検討するため、多職種を助言者とした事例検討を行います（個別会議）。また、個別

事例から地域課題を明らかにし、その解決策を協議する体制を整えます（推進会議）。 

（単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

個別会議 
開催回数 - 2 3 4 

検討件数 - 3 4 6 

推進会議 開催回数 - - - 1 

注記：令和2年度は１年間の見込 

 

 

【２－３】任意事業 

    高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続することができるよ

うに、介護保険事業の安定化を図るとともに、介護者に対する必要な支援を行います。 
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  ア 介護給付費等費用適正化事業 

     介護給付の適正化とは、介護を必要とする利用者を適切に認定し、利用者が真に

必要なサービスを過不足なく使えるように、事業者が適切な提供を促すことです。

この事業は、不適切な給付を削減する一方で、利用者に対する適切な介護サービス

を確保することにより、介護保険の信用性を高めるとともに、介護給付費や介護保

険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築を目的として

います。 

   

ⅰ）要介護認定の適正化 

認定調査員に対し、調査の留意点などに関する統一した研修を行うとともに、調

査票の記入漏れや認定調査の内容と主治医意見書の内容に不整合がないか書面など

の審査により点検を行い、必要に応じて指導を行います。 

要介護認定審査については、全国や県内他市町との比較検討をし、審査結果の平

準化に努めます。 

 

ⅱ）ケアプラン点検 

 居宅介護サービス計画や介護予防サービス計画（ケアプラン）の内容を、市職員

などの第三者が点検と指導を行い、利用者が真に必要とするサービスを確保すると

ともに、その状態に適していないサービス提供の改善を図ります。 

（単位：件） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実施事業所数 28 29 29 32 

ケアプラン点検数 86 95 91 100 

注記：令和2年度は1年間の見込 

 

ⅲ）住宅改修などの点検 

     住宅改修の必要性や利用者の自立に資するものであるかについては、申請時に提

出される工事見積書や図面、写真、介護支援専門員が作成した理由書から書面によ

る審査を実施するとともに、竣工前に利用者宅を訪問し利用者の状態確認と工事内

容を点検することにより、実態にそぐわない不適切、不要な住宅改修の防止を図り

ます。 

     また、福祉用具の必要性や利用状況などについては、書面による審査を実施する

ことにより、不適切、不要な福祉用具購入を排除し、利用者の身体の状態に応じた

必要な福祉用具の利用を推進します。 

 

ⅳ）縦覧点検・医療情報との突合 
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     利用者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を確認し、

提供されたサービスの整合性や算定回数・算定日数などの点検を行い、請求内容の

誤りなどを早期に発見し、適正な請求を促進します。 

利用者の後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合

し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、医療と介護の重複請求

の排除などを図ります。 

 

ⅴ）介護給付費通知 

     利用者本人（家族を含む。）に対して、利用したサービスの内容や費用を記載した

介護給付費通知を送付することで、適切なサービス利用および介護費用の請求がな

されるよう啓発します。 

 

イ 家族介護支援事業 

     在宅で介護している家族の負担を軽減するため、各種事業を行います。また、介

護支援専門員と協力し「介護負担アセスメントシート」を活用するなどにより、老

老介護や多重介護などの問題を抱えている介護者を早期に発見し支援します。 

   

ⅰ）家族介護教室 

     在宅で介護している家族を対象に、介護方法や介護者の健康づくりなどについて

の知識や技術を習得し、同じ立場で相談し交流できる教室を開きます。 

（単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

開催回数 10 8 4 10 

延べ参加人数 208 192 70 200 

注記：令和2年度は1年間の見込、新型コロナウイルス感染拡大の影響で10回実施予定のところ減少 

    

ⅱ）徘徊高齢者家族支援サービス事業 

     認知症で徘徊するおそれがある高齢者に発信器を貸与して位置情報を把握するこ

とにより徘徊高齢者の早期発見を図ります。 

（単位：個） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

貸与数 5 7 7 10 

   注記：令和2年度は1年間の見込 

 

 ⅲ）紙おむつなどの支給事業   

     在宅で常時おむつが必要な高齢者に紙おむつなどを支給し、要介護高齢者の快適

な日常生活の維持と家族の負担軽減を図ります。 
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（単位：人） 

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実利用者数 345 340 337 350 

注記：令和2年度は1年間の見込 

 

ウ その他の事業 

     在宅の虚弱高齢者に対し、生活援助の各サービスを提供し、高齢者の自立と生活

の質の向上を図ります。 

 ⅰ）成年後見制度利用支援事業 

     認知症など判断能力が不十分な高齢者に対し、成年後見制度の利用を支援します。 

（単位：件） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

成年後見 

相談延べ件数 
14 24 26 30 

成年後見制度 

市長申立件数 
0 0 0 2 

注記：令和2年度は1年間の見込 

 

 ⅱ）住宅改修支援事業 

居宅介護（介護予防）支援の提供（ケアプランの作成など）を受けていない要支

援・要介護認定者に対して、介護支援専門員などが介護保険住宅改修費の申請に係

る理由書を作成した場合に、作成手数料を支給します。 

（単位：人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

年間実人数 20 19 18 20 

注記：令和2年度は1年間の見込 

 

ⅲ）認知症サポーター等養成事業 

     キャラバン・メイトによる認知症についての講座を実施することで、認知症サポ

ーターを養成し、認知症の普及啓発を図ります。特に職場や教育現場での普及啓発

を強化します。また、キャラバン・メイトや認知症サポーターの活動を支援します。 

（単位：箇所、回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

開催回数 11 20 6 20 

延べ参加人数 245 489 80 400 

注記：キャラバン・メイトとは、認知症高齢者や家族を地域で支えることを目的とした活動を行うボラ

ンティアをいう 

令和2年度は1年間の見込、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催回数が減少 
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ⅳ）地域自立生活支援事業 

    ・介護サービス相談員派遣事業 

      介護サービス相談員が定期的にサービス事業所へ出向き、利用者と事業者との

間の橋渡し役となって、利用者の疑問や心配事に対応することにより、サービス

の向上を図ります。 

（単位：箇所、回） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

派遣箇所 37 34 35 43 

派遣回数 192 176 48 192 

注記：令和2年度は1年間の見込み。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和2年4～9月まで休止、10

月から派遣可能事業所のみを対象に事業再開 

・配食サービス事業 

      ６５歳以上の虚弱な一人暮らし世帯や７０歳以上の高齢者のみの世帯などで、

食材料の調達・調理が困難な高齢者に対し、民生委員・児童委員や福祉委員、ボ

ランティアの人などにより弁当を配達するとともに安否確認を行い、自立生活支

援と孤立解消を図ります。 

（単位：人、回） 

区  分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3～5年度 

実利用者数 46 173 142 157 

延べ利用回数 925 1,843 1,774 1,810 

注記：①令和元年度に、65歳以上一人暮らし世帯と70歳以上の高齢者のみ世帯の事業を統合する 

②令和2年度は1年間の見込。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和2年4～5月まで休止し、6

月の配達から事業再開 

 

（４）地域支援事業の費用 

   地域支援事業の財源は、介護保険料と公費で構成されていますが、政令で上限が定め

られています。 

  <表>地域支援事業の財源構成                     （単位：％） 

 国 県 大野市 １号保険料 ２号保険料 

①介護予防・日常生

活支援総合事業 
２５．０ １２．５ １２．５ ２３．０ ２７．０ 

②包括的支援事業 

③任意事業 
３８．５ １９．２５ １９．２５ ２３．０ ― 
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５ 目標達成のための方策 

（１）目標量確保の方策 

  ①介護予防サービスの充実 

    元気で社会参加できる高齢者を増やすため、サービス供給量のみならず、介護予防効

果が高いサ－ビスの確保に努めるとともに、介護予防の必要性や具体的な方法について、

広報おおのでの周知やサロンなどでの広報の機会を通じて、広報活動を推進します。事

業の実施に当たっては、医療やリハビリテーション専門職、健康づくり部門などと連携

します。 

    また、要支援高齢者のケアマネジメントについては、地域包括支援センターを中心に、

地域の介護支援専門員や多職種と十分な連携を図るとともに、自立支援・重度化防止に

向けたケアプラン作成について共通認識を持つことで、質の高い支援を目指します。 

 

  ②介護サービスの充実 

    要介護高齢者が、安心して在宅生活を継続するために必要なサービスの供給量の確保

と質の向上に努めるとともに、要介護高齢者の心身状態に応じた適正なサービスを提供

する体制づくりを推進し、住み慣れた地域で生活が続けられることを目指します。 

    施設サービスについては、介護度が高く施設入所が必要な高齢者とともに、認知症が

進み在宅生活が困難になった高齢者が入居できるよう、地域密着型サービスを計画的に

整備促進するなど、サービス提供量の確保に努めるとともに、家族の負担の軽減や安心

を確保します。 

  

 ③地域支援事業の充実 

    高齢者の総合的な相談窓口として地域包括支援センターの人員体制と機能を充実す

るとともに、より身近な相談場所である在宅介護支援センターと連携し、適切な対応

に努めます。 

また、介護予防・生活支援サービス事業について、既存のサービスに加え、多様な主

体の参画と住民同士の支え合いにより、地域の実情に合った生活支援を実施します。 

さらに、医療や介護が必要になっても、地域で安心して自分らしく暮らし続けるこ

とができるよう、在宅医療と介護の連携体制および認知症高齢者や家族への支援体制

を強化します。 

 

  ④高齢者を地域全体で支えるまちづくり 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けるには、地域に住む全

ての人による見守りや支援体制および高齢者に優しい環境づくりなどが必要です。こ

のため、区長や民生委員・児童委員をはじめ、地域のさまざまな関係者、さらに、保

健や福祉、児童、まちづくり、交通、住宅など幅広い関係部署と協働し、包括的な支
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援体制の充実を目指します。 

また、若い頃から、自身の老後について考える機会が持てるよう、世代間交流活動

や啓発活動に努めます。 

 

  ⑤介護保険法定外サービスの利用 

    高齢者が介護保険サービスだけで生活することが困難な場合、必要に応じて法定外

のサービスを受けられるよう広報啓発を図るとともに、介護支援専門員など関係者と

の連携を密にします。 

 

（２）人材の確保と育成・質の向上 

地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護保険サービスや地域支援事業に携わ

る人材を安定的に確保するための取り組みが重要となる一方で、介護分野に携わる人材

の不足が課題となっています。このため、介護人材の確保に向け、県や各事業者と連携

しながら、さまざまな年齢層に対して、介護職への理解促進とイメージアップを推進す

るなど、将来にわたって持続可能な人材の確保に努めていきます。 

   介護離職防止に向けた取り組みとしては、介護保険制度の周知と労働部門との連携に

より、仕事と介護が両立しやすい職場環境・体制づくりへの働き掛けを行います。 

人材育成のためには、介護支援専門員や介護サービス従事者などを対象とした多職種

合同研修会、ケアプラン点検による指導支援を実施していますが、継続して研修の充実

や情報提供を積極的に行い、さらなる資質の向上を図ります。 
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６ 介護保険の事業量の見込み 

（１）介護給付費の現状と推計 

   高齢者人口の増加に伴い要介護認定者が増え、介護給付費が年々伸びています。 

   第７期介護保険事業計画期間である平成３０年度から令和２年度まで、第８期介護保

険事業期間である令和３年度から５年度までおよび令和７年度（２０２５年度）、令和２

２年（２０４０年）の介護給付費の実績および推計見込み額は次のとおりです。 

 <表>各年度の介護給付費の実績および見込み額              （単位：百万円） 

区  分 
居宅 

サービス 

施設 

サービス 

地域密着型 

サービス 
高額介護

等 

地域支援 

事業 
給付費総額 

第７期 

平成 30 年度 1,540 1,177 756 165 130 3,768 

11,499 令和元年度 1,505 1,202 796 166 136 3,805 

令和 2年度 1,545 1,239 837 163 142 3,926 

第８期 

令和 3年度 1,550 1,251 941 140 185 4,067 

12,387 令和 4年度 1,566 1,252 948 130 188 4,084 

令和 5年度 1,577 1,361 980 130 188 4,236 

2025 年度 令和 7年度 1,598 1,363 990 131 185 4,267 

2040 年度 令和 22 年度 1,526 1,232 953 135 161 4,007 

※ 平成 30、令和元年度は実績額、令和 2年度以降は推計見込み額 

※ 第 8期給付費総額は、第 7期比＋7.7%の伸び率 

（２）第８期介護保険事業計画における介護保険財源構成 

   第１号被保険者と第２号被保険者の負担率は、国が全国ベースの人口比率で改定しま

す。第８期の負担率は下表のとおりです。 

<表>介護保険財源構成 

区  分 
給付費に対

する負担率 

第１号被保険者負担率 

（65 歳～） 
23.0% 

第２号被保険者負担率 

（40 歳～64 歳） 
27.0% 

国の負担率 25.0% 

県の負担率 12.5% 

市の負担率 12.5% 

 ※ 施設サービスの負担率は、国 20.0%・県 17.5%です 
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（３）第１号被保険者の保険料（月額） 

 <表>令和 3 年度から 5 年度までの第 1号被保険者の保険料（月額） 

段 階 区 分 保険料率 保険料月額（円） 

第 1段階 

･生活保護受給者 

･老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の人 

・市民税非課税世帯で本人の前年の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の人 

0.30 1,800 

第 2 段階 
・市民税非課税世帯で本人の前年の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円

以下の人 

0.50 3,000 

第 3 段階 
・市民税非課税世帯で本人の前年の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が 120 万円を超える人 
0.70 4,200 

第 4 段階 
・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非

課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合

計が 80 万円以下の人 

0.90 5,400 

第 5 段階 
・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非

課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合

計が 80 万円を超える人 

1.00 

（基準額） 
6,000 

第 6 段階 
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120

万円未満の人 
1.20 7,200 

第 7 段階 
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120

万円以上 210 万円未満の人 
1.30 7,800 

第 8 段階 
･本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 210

万円以上 320 万円未満の人 
1.50 9,000 

第 9 段階 
･本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 320

万円以上 500 万円未満の人 
1.70 10,200 

第 10 段階 
･本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 500

万円以上の人 
1.75 10,500 

※保険料の算定は、３年間で介護給付費準備基金積立金を１億８千万円取り崩すこととして算出したもので

あり、介護給付費の実績などに応じて取り崩すこととなります 

  ※第１段階～第３段階については、公費負担による軽減後の保険料率および保険料月額を記載しています 

 

＜参考＞ 

  令和７年（２０２５年）および令和２２年（２０４０年）の介護給付費の見込み額から

介護保険料を推計すると、それぞれ基準額で７，１００円、８，４００円程度（基金取り

崩しなし）となる見込みです。 

 

（４）低所得者の保険料軽減対策 

   第１号被保険者が保険料を滞納すると、サービスを利用する際に利用料の支払方法の

変更や給付制限などのペナルティが発生します。 

   低所得者の負担を軽減するため、令和元年度から完全実施されている公費による保険

料軽減を継続実施することにより、第１段階から第３段階に属する人の保険料率の一定

割合を軽減します。 
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（５）一定以上所得者の保険料負担 

   現役世代並みの所得のある人のうち、さらに一定以上の所得のある人については、国

が定める保険料率を超える負担割合を設定し、応分の負担を求めます。 

 

７ 推進体制の整備 

（１）介護保険事業の運営 

 ①介護認定 

  ア 介護認定調査 

    介護保険制度における「要介護認定」は、保険者である市が、「介護が必要な状態に

あるかどうかを一定の基準により確認する行為」であり、制度の根幹をなす重要な事

務です。「要介護認定」は調査の内容により大きく左右されます。その結果、保険給付

額や介護保険料にも影響を及ぼすことから、調査の平準化と公平性を確保する必要が

あります。 

    このため、新規の介護認定調査については市が訪問調査を行い、更新調査について

は市が行うほか、市内の指定居宅介護支援事業所や介護保険事業所に委託して実施し

ています。 

    今後は、更新調査についても市が行う調査割合を増やすとともに、必要に応じて内

容の点検を行い、調査の質の向上や平準化、公平性の確保を図ります。 

  イ 介護認定審査会 

    大野・勝山地区広域行政事務組合で設置した介護認定審査会において、圏域内での

公平性を保ちながら要介護認定を行います。 

 

 ②ケアプランの質の充実 

   ケアプランは、要介護者などが適切な介護サービスを受けられるよう、対象者の心身

の状況などを課題分析してサービスの種類や内容、利用頻度などを定める計画です。ケ

アプランは、地域包括支援センターの職員や居宅介護支援事業所に所属する介護支援専

門員が作成し、関係者と協議して適切なサービスを調整します（ケアマネジメント）。 

ケアマネジメントの基本理念は、「個々の高齢者の自立を支援する」ことであり、利用

者の主体的な取り組みを支援する質の高いものであることが重要です。このため介護支

援専門員を対象にした研修や情報交換を行い、利用者に対して質の高いケアプランの作

成に努めます。 

   また、介護支援専門員が行うケアマネジメントの適切化を図るため、国の介護給付適

正化計画に基づきケアプランを点検し、指導や支援を行うことにより、利用者の状況に

適合したサービスの提供と介護給付の適正化に努めます。 

 

 ③相談・苦情処理体制の充実 
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   介護保険のサービスや事業に対する相談や苦情については、市の介護保険担当課の相

談窓口で対応し、必要に応じて事業所に対し状況確認や指導をしています。 

   市で対応できない問題については、調査・認定に関する事項は福井県の介護保険審査

会が、また、サービスの内容に関する事項は国民健康保険団体連合会が受け付ける仕組

みとなっています。 

   これらの体制に加えて、市が委嘱した介護サービス相談員が介護保険施設や居宅サー

ビス事業所などへ定期的に出向き、訪問先で気掛かりなことや、利用者からの相談・苦

情を事業所に伝えることで、苦情が深刻化する前に対応できるように努めています。 

   また、地域包括支援センターでは総合相談の一環として、介護保険や高齢者福祉全般

についての相談や苦情を受け付け、関係機関と連携して高齢者の支援に努めます。 

 

 ④防災対策への支援 

   水防法等の一部を改正する法律が平成２９年６月１９日に施行され、市町村の地域防

災計画に記載される「洪水や土砂災害のリスクが高い区域に位置する要配慮者利用施設」

の管理者などに対して、洪水や土砂災害を想定した避難確保計画の作成と訓練の実施が

義務化されました。 

   本市では、「大野市地域防災計画」に基づき、要配慮者利用施設として指定する洪水浸

水想定区域・土砂災害警戒区域内にある介護保険施設などについて、避難確保計画の作

成を支援し、防災訓練（避難訓練）が実施できるよう支援します。 

併せて、指定介護保険施設などにおける避難確保計画や非常災害対策計画の作成、避

難訓練の実施などについて必要な指導や助言を行います。 

    

⑤感染症に対する備えへの支援 

   感染症などの流行を踏まえ、介護保険事業所などと連携し感染症対策についての周知

啓発を行うとともに、関係機関などと連携し感染症発生時の支援・応援体制を構築する

ことが重要です。 

   そのため、介護に関わる専門職の人が正しい知識を持つために、感染症などの感染拡

大防止についての啓発や新しい生活様式についての啓発、感染した場合（濃厚接触者を

含む。）において適切な対応ができるための支援を行います。 

   また、適切な介護サービスが継続されるよう、介護に関わる職種や事業所などへ適切

な情報を提供し、県や居宅介護支援事業所、介護保険事業所と連携しながら必要な人に

は代替サービスの提供をするなど、感染症に感染した場合（濃厚接触者を含む。）でも必

要な介護サービスが継続されるための支援を行います。 

 

⑥広報啓発活動の充実 

   介護保険・保健福祉サービスについて、必要な人が適切なサービスを受けられるよう

広報おおのや、ホームページを活用して情報を発信したり、説明会や講演会などを開催
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したりするなど広報啓発に努めます。 

 

（２）介護保険事業の推進体制 

 ①サービス事業者などに対する支援と調整 

   指定居宅介護支援事業所を中心に、介護支援専門員やサービス事業者が、必要な情報

の共有と情報交換、サービス提供ができるよう地域ケア会議などで調整を行います。 

 

 ②医療機関などとの連携 

   介護保険の認定には主治医意見書が必要です。申請手続きをスムーズに行うためにか

かりつけ医制度について、広報啓発を図っていきます。 

   また、認知症高齢者対策については専門的な対応が求められるため、認知症サポート

医や福井県奥越健康福祉センターなどとの連携を図っていきます。 

   さらに、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービス提供体制をスムーズに

確保できるよう、必要に応じ、福井県入退院支援ルール（医療と介護の関係者が連携し

て患者のスムーズな在宅移行を支援するための情報共有に関する基本的な流れを示した

もの）を利用します。 

 

 ③行政内部の連携体制 

   高齢者福祉計画推進に係わる保健・医療・福祉および関係部門の連携を強化して、効

率的な制度の運営に努めます。また、保険料の収納率を向上させるために税務課と密接

な連携を図ります。 

 

 ④地域住民参加型サービスの実現 

   サービス供給の量と質の確保を図り、柔軟できめ細かなサービスを提供するためには、

行政による一方的な体制づくりではなく、市民一人一人がその意義を認識し、地域住民

が一体となることが必要です。このため、民生委員・児童委員協議会や地区社協、福祉

委員、老人クラブ、第２層協議体など、地域に密着した組織を媒体に、サービス利用者

のバックアップを行える、生活支援の体制整備に努めます。 

   また、地域のさまざまな課題に対して、市民との協働による「我が事・丸ごと」の支

援体制を整備し、地域共生社会を目指します。 

 

 ⑤広域的取り組みの推進 

   介護保険サービスは個人と事業所の契約により利用できるので、利用者は広域的にサ

ービスを選択することができます。 

   このため、市外関係機関などと十分に協力・連携し、介護保険制度の効率的かつ円滑

な運営を行います。 
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第５章 介護保険外の保健サービスの充実 

１ 保健サービスの充実 

（１）「健康おおの２１」の推進 

   全ての市民が元気で心豊かに、安心して暮らすことができるよう、平成２９年３月に

策定した第３次健康おおの２１（平成２９年度～令和３年度までの５年間の計画期間）

に基づき、生活習慣病を予防する健康増進事業やがん検診などの各種健診事業などに取

り組み、健康づくりを推進しています。 

また、市民一人一人が、自分自身の健康状態を把握するとともに、健康への関心や目

標を持ち、日頃から健康づくりに取り組むことができる環境づくりが大切となることか

ら、ライフステージに応じた切れ目のない健康づくりを支援していく必要があります。 

とりわけ高齢者については、おおのヘルスウォーキングプログラムへの参加を促すこ

とで、歩くことから始め、楽しみながら健康づくりに取り組む事業やフレイル予防事業

（フレイルチェック）を実施するなど、結の故郷健康サポーターやフレイルサポーター

などのボランティアの協力のもと、高齢者の健康づくりに対する事業を推進していくと

ともに、高齢者の保健事業や介護予防の一体的な体制づくりを構築していく必要があり

ます。 

なお、第３次健康おおの２１については、令和３年度までの計画となっており、令和

３年度において、計画の見直しを予定しています。 

 

（２）健康教育 

 ①現状と課題 

   高齢者の健康寿命の延伸を図るため、さまざまな機会を通じて保健師や管理栄養士な

どが健康づくりに関する情報を提供しており、健康を維持するための事業を継続的に実

施する必要があります。 

  

<表>健康教育の実施状況                    （単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

(見込み) 

市主催分 
開催回数 55 59 30 

延参加人員 3,327 3,834 2,000 

団体依頼分 
開催回数 13 21 15 

延参加人員 404 722 500 

合計 
開催回数 68 80 45 

延参加人員 3,731 4,556 2,500 
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 ②計画 

   健康教育については、今後も関係機関や団体と調整を図りながら実施します。 

 <表>健康教育の実施目標                    （単位：回、人） 

区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

市主催分 
開催回数 45 45 45 

延参加人員 3,000 3,000 3,000 

団体依頼分 
開催回数 20 20 20 

延参加人員 500 500 500 

合計 
開催回数 65 65 65 

延参加人員 3,500 3,500 3,500 

 

 

（３）健康相談 

 ①現状と課題 

   保健センターでの健康栄養相談のほか、各種イベントなど人が集まるところへ出向き

実施しています。気軽に相談できる体制を維持し、今後も継続して実施する必要があり

ます。 

 <表>健康相談の実施状況              （単位：回、人） 

区  分 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

総合 

健康相談 

実施回数 395 421 380 

被指導人員 2,487 2,784 1,455 

重点 

健康相談 

実施回数 24 24 20 

被指導人員 1,096 621 500 

   注記：総合：健康・栄養相談、電話相談、メール相談 

      重点：歯科相談 

   ※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で相談対応件数が減ると見込む 

 

 ②計画 

   介護部門との連携を図りながら、健康相談の充実に努めます。また、サロンなど地域

の集いの場に出向いて健康相談に応じます。 

 <表>健康相談の実施目標              （単位：回、人） 

区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

総合 

健康相談 

実施回数 450 450 450 

被指導人員 2,200 2,200 2,200 

重点 

健康相談 

実施回数 20 20 20 

被指導人員 600 600 600 

   注記：総合：健康・栄養相談、電話相談、メール相談 

      重点：歯科相談 

 

 



 78

（４）健康診査・がん検診 

 ①現状と課題 

   市の国民健康保険の疾病分類統計では、循環器疾患が一番多くなっています。また、特に

４０歳以降に「循環器系の疾患」が急激に増え始め、年齢が高くなるにつれ増加傾向にある

ことから、介護状態の原因となる病気を早期に発見するためには、各種検診の定期的な受診

を促す必要があります。 

そのため受診率向上対策として、生活習慣病健診（国保）は４１～７１歳の節目年齢無料

化、がん検診は肺がん検診の無料化や乳・子宮頸がん検診の節目年齢無料化（初年度）、胃が

んリスク検診を行っています。また、休日検診や託児付きレディース検診の実施、県内協力

医療機関での個別検診の推進など、特に働き盛り世代に対する受診機会拡大に努めています。 

   さらに、民間事業者のノウハウの活用や全国健康保険協会福井支部と健康づくりの推進

に向けた包括的連携協定を結ぶなど、効果的な受診勧奨に取り組んでいますが、引き続

き受診率向上に向けた対策の一層の推進、加えて精密検査の受診勧奨を強化していく必

要があります。 

 

 <表>健康診査の実施状況             （単位：人、％） 

区  分 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

(見込み) 

受
診
者
数 

生活習慣病 3,535 3,465 3,100 

胃 が ん 1,367 664 980 

子宮頸がん 1,097 824 725 

肺 が ん 3,041 2,781 1,810 

乳 が ん 921 955 820 

大 腸 が ん 2,826 2,737 2,210 

前立腺がん 942 934 650 

受
診
率 

生活習慣病 － － － 

胃 が ん 17.4 18.5 16.5 

子宮頸がん 23.0 26.6 24.0 

肺 が ん 27.7 25.3 23.0 

乳 が ん 28.5 28.0 26.0 

大 腸 が ん 25.7 24.9 22.8 

前立腺がん 17.0 13.9 11.5 

  ※生活習慣病健診の受診率は、各医療保険者に義務付けられた特定健診を含むため算出できない 

  ※令和元・2年度『保健衛生の統計』より抜粋。がん検診の受診率は平成27年度国勢調査に基づく対象者数か

ら算出。胃・子宮頸がん検診は平成29年度から隔年受診に変更している 

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、例年より開始時期が1カ月以上遅れた。集団検

診においては人数制限を設けるため、受診者数および受診率は例年より低く見込んでいる 

 

 ②計画 

各種健診を定期的に受診する人が増加するよう、啓発活動を積極的に行うとともに、

ターゲットを絞った効果的な受診勧奨を行います。 
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 <表>健康診査の実施目標               （単位：％） 

区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

受
診
率 

胃 が ん 17.0 17.5 18.0 

子宮頸がん 24.5 25.0 25.5 

肺 が ん 24.0 24.5 25.0 

乳 が ん 26.5 27.0 27.5 

大 腸 が ん 23.0 23.5 24.0 

前立腺がん 12.0 12.5 13.0 

 

（５）訪問指導 

 ①現状と課題 

   健康診査受診後の訪問指導（４０歳～７４歳）や高齢者の訪問指導を行い、生活習慣

の改善を図っています。 

   介護予防のため、訪問指導を継続的に実施する必要があります。 

 <表>訪問指導の実施状況            （単位：人） 

区 分 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

(見込み) 

健診要指導者 

 実人数 10 27 15 

延人数 18 35 20 

寝たきり・認知症老人、閉じこもり予防 

 実人数 4 1 1 

延人数 6 1 1 

 

②計画 

   関係課と調整を取りながら保健師や管理栄養士などによる訪問指導を実施します。 

 <表>訪問指導の実施目標               （単位：人） 

区 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

健診要指導者 

 実人数 20 25 25 

延人数 25 30 30 

 

 

（６）国民健康保険での保健事業 

 ①現状と課題 

  特定健診・特定保健指導 

    平成３０年度に第３期大野市特定健康診査実施計画および第２期データヘルス計画

を策定し、現状の把握と課題の考察を行いました。本市では生活習慣に起因する疾患

が占める割合が多く、重症化する前に早期発見・早期治療を行うため特定健診や特定

保健指導の実施が重要になっています。今後も、さらなる受診率の向上に努める必要

があります。 
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 <表>国民健康保険での保健事業の実施状況       （単位：％） 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

特定健康診査実施率 43.6 43.8 30.7 

特定保健指導実施率 35.3 31.4 21.9 

  ※特定健康診査実施率および特定保健指導実施率は法定報告で、毎年11月に確定値となる 

  ※平成31年度は令和2年11月、令和2年度は令和3年11月に確定するため、令和2年6月末現在の見込値 

※令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を見込んでいる 

 

 ②計画 

  特定健診・特定保健指導 

    生活習慣病重症化の予防・早期治療のために、国の進める保険者努力支援制度や国

保ヘルスアップ事業などを活用し、特定健診の受診率向上や特定保健指導などの保健

事業を実施していきます。また職員研修などにより職員のスキルアップを図ります。 

 

<表>国民健康保険での保健事業の実施目標        （単位：％） 

区 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定健康診査実施率 60.0 60.0 60.0 

特定保健指導実施率 60.0 60.0 60.0 

  ※令和3～5年度は第3期大野市特定健診等実施計画の目標値 

 

（７）在宅医療支援 

 ①現状と課題 

   地域医療の推進のため、市内にかかりつけ医の普及啓発活動を行っています。 

   高齢者のみならず、若年層にもかかりつけ医について周知啓発する必要があります。 

  

 ②計画 

   健康づくり事業などの機会をとらえ、市民へ市内にかかりつけ医を持つことの必要性

について周知します。 
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第６章 介護保険外の福祉サービスの充実 

１ 介護保険自立者対策 

（１）現状と課題 

   要介護認定において非該当（自立）と判定された高齢者や要介護認定を受けていない

一人暮らし高齢者、元気な高齢者に対しては、これまでさまざまなサービスを提供して

います。 

   今後も、高齢者が地域住民の見守りの中で生き生きと生活できるよう、さらにサービ

スを充実していく必要があります。 

 

（２）計画 

 ①地域生活支援サービス 

  ア 地域ぐるみ雪下ろし支援 

    所得税非課税世帯で、６５歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などで、屋

根の雪下ろしや玄関先の除雪が困難な世帯を地域ぐるみで支えます。 

  イ 緊急通報装置の貸与 

    ６５歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、市民税非課税世帯の自宅に

緊急通報装置を設置します。緊急に助けが必要なとき緊急ボタンを押すだけで、２４

時間通報体制が整備されたセンターに電話がつながり、相談員が適切に対応します。 

  ウ 救急医療情報キットの配布 

    ７５歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などに救急医療情報キットを配

布します。緊急連絡先やかかりつけ医療機関などの情報を入れたキットを冷蔵庫に備

え付け、急病などによる救急搬送時に救急隊が迅速に救急活動を行えるよう備えます。 

エ 生活管理指導型ショートステイ事業 

    虚弱な高齢者を一時的に家庭で養護できない場合、短期間（１カ月に７日間限度）養護

老人ホームにおいて生活支援をします。 

  オ 生活支援型ホームヘルパー派遣事業 

    一人暮らしや高齢者のみ世帯などに対して、安否確認のための巡回訪問を行い、生活や

介護などに関する相談や助言を行います。 

 

 ②生きがい対策 

  ア 高齢者地域活動促進事業 

    地域で活動する高齢者の生きがいと健康づくりや交流のための活動として、ふくい

健康長寿祭やねんりんピックの参加促進を図ります。 

  イ 百寿者米寿者訪問 

    １００歳および８８歳の高齢者に記念品を渡し、長寿を祝います。 
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ウ 結の故郷地域が輝く交付金事業 

    高齢者が、地域に伝わる伝統や文化、技能や知識を若者や子どもたちに継承するこ

と、また、夏休み中などに子どもの見守り活動などを行うことを通した世代間の交流

を推進することで高齢者が活躍できる環境を整えます。 

 

 ③社会参加活動支援 

  ア 敬老会 

    敬老会を実施する団体に補助金を交付します。 

  イ 老人クラブ補助 

    高齢者が身近な地域で社会奉仕や生きがい活動を行う場として、老人クラブや市老

人クラブ連合会に補助金を交付するなど活動を支援します。 

  ウ お出かけほっとサロン事業 

    老人クラブ会員などの高齢者を対象に、市内の温浴施設において介護予防教室を行

うことで、高齢者の交流活動を促進し、介護予防や閉じこもり防止を推進します。 

 

 

２ 介護保険法定外対策 

（１）介護保険法定外サービス 

 ①現状と課題 

   本市では、介護保険制度の特別給付は行わず、国・県の補助や市単独での介護保険法

以外のサービスを実施しています。今後も要介護高齢者の在宅生活を支援するため、要

介護者や家族などのニーズに応じたサービスを実施していく必要があります。 

 

 ②計画 

  ア 要介護高齢者住宅改造費助成 

    要介護認定（要支援を含む。）を受けた高齢者の住宅を改造する場合に、工事費の一

部を助成します（介護保険給付による改修対象箇所を除く）。 

  イ 高齢者はり・きゅう・マッサージ療養費助成 

    ７０歳以上の高齢者に医療保険対象外のはり・きゅう・マッサージ療養費の一部を

助成します。 

  ウ いきいきシニア支援事業 

    ７０歳以上の高齢者に大野市健康保養施設のプール施設使用料を助成します。 

  エ 外国人高齢者福祉手当支給事業 

    大正１５年４月１日以前に出生した人で公的年金を受給していない外国人高齢者に

対して、福祉手当を支給します。 
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（２）低所得者対策 

 ①現状と課題 

   要介護者などの在宅生活を推進するため、低所得者などに対して訪問介護などの居宅

サービス利用料を軽減するなど低所得者対策を行っています。今後も継続して実施する

必要があります。 

 

 ②計画 

  介護保険利用者負担軽減事業 

    市民税非課税世帯に属し一定の条件を満たす要介護認定者などが利用する訪問介護、

通所介護など居宅サービス利用料の軽減を図ります。 

 

 

 

３ 施設サービスの充実 

（１）養護老人ホーム 

 ①現状と課題 

   養護老人ホームは、環境上また経済的な事情から、自宅で生活することが困難な６５

歳以上の高齢者を受け入れる施設で、本市の判定に基づいて入所が決定される措置施設

です。 

   本市には、養護老人ホーム大野和光園（定員８０人）があり、市民３５名（令和２年

１２月末現在）を措置しています。 

   入所希望者については、市内施設に優先的に措置しています。 

   養護老人ホームの入所者が要介護状態になった場合には、介護サービスを利用できる

特定施設入居者生活介護を行っています。 

 

 ②計画 

   入所希望者は適正に判定し、状況に応じて市内外の施設に入所できるようにします。 

   入所者の高齢化に伴い、入所者の心身状態にあった適切なサービスを受けられるよう

事業者に働き掛け、支援します。入所定員数は、現状を維持します。 

 

（２）軽費老人ホーム 

 ①現状と課題 

   本市には、軽費老人ホーム一乗ハイツ（定員５０人）があります。軽費老人ホームは、

一人暮らし高齢者や高齢者世帯のニーズに対応する施設として、今後も利用を促進して

いく必要があります。 
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 ②計画 

   一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加に対応するため、計画的に利用を促進していき

ます。設置数は、現状を維持します。 

 

（３）サービス付高齢者向け住宅 

 ①現状と課題 

   本市にはコーポ花山（定員２８人）と、コーポめいりん（定員２１人）、キラキラの里

（定員１８人）があります。サービス付高齢者向け住宅は、主に介護を必要としない自

立した高齢者がさまざまな生活支援サービスを受けて居住する施設として、今後も利用

を促進していく必要があります。 

 

 ②計画 

   一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加に対応するため、計画的に利用を促進していき

ます。設置数は、現状を維持します。 

 

（４）住宅型有料老人ホーム 

 ①現状と課題 

   本市には、たんぽぽ住宅型有料老人ホーム（定員３１人）があります。住宅型有料老

人ホームは、食事や洗濯、清掃などの生活支援サービスが付いた施設として、今後も利

用を促進していく必要があります。 

 

 ②計画 

   一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加に対応するため、計画的に利用を促進していき

ます。設置数は、現状を維持します。 

 

 

４ 認知症高齢者対策の充実 

（１）現状と課題 

   認知症高齢者の在宅介護を継続していく上で、徘徊への対応は大きな問題となります。 

   そこで、徘徊のおそれのある認知症高齢者を事前登録しておき、徘徊が起きたときに、

地域住民のほか、警察や消防、介護サービス事業所などが連携し、早期発見・早期対応

ができる「徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク」を組織し、地域での見守り体制を整備して

います。平成２８年度からは県が調整役となり、他市町との連携体制も充実されました。 

また、平成２６年度には、金融機関や郵便局、タクシー業者、新聞販売所、商店など

の市内２１事業者と「越前おおの結の見守り活動に関する協定」を締結し、地域での見

守り体制にさまざまな民間事業者の協力を得ることで、より多面的な見守り体制の強化
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を図っています。今後も引き続き、地域ぐるみの見守り体制を推進していく必要があり

ます。 

 

（２）計画 

 ①住民参加による見守り活動の推進 

   地域住民や関係機関、民間事業所の参加と協力を得て、認知症高齢者の見守りや声掛

け活動などを展開し、支援が必要な時に「徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク」を迅速に発

動できる体制を強化します。 

 また、認知症に関する理解を深めるために正しい知識の普及・啓発活動を積極的に推

進するとともに、認知症の早期発見・早期支援に努めます。 

 

 ②家族などへの認知症介護知識の普及 

   認知症高齢者を地域で見守り、在宅生活を支援していくためには、認知症に対する市

民の理解が重要です。認知症に関する理解を深めるために正しい知識の普及・啓発活動

を積極的に推進するとともに、認知症予防のための教室や講座の充実を図ります。 

   また、認知症の早期発見・早期治療のために、初期の段階で認知症を把握し、医療的

な措置など適切な支援につながる体制を整備します。 

 

 ③高齢者の認知症相談窓口の充実 

   高齢者の認知症の相談は、地域包括支援センターと在宅介護支援センターを中心に行

うことにより、より身近な場所で気軽に相談できる相談窓口の整備を図ります。 

   また、県が実施する医療機関や介護サ－ビス事業所などを対象とした研修への参加を

積極的に促し、専門知識や支援技術を高めることにより、相談窓口の充実に努めます。 

 

④認知症高齢者を介護する家族への支援 

   認知症高齢者の介護について様々な悩みを抱える家族に対して、専門職による介護技

術・対応方法の指導や介護サービスなどの情報提供を行うとともに、悩みを話し合う家

族の交流により、精神的な負担軽減を図ります。 

 

 ⑤成年後見制度の推進 

   認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性が高まってい

ます。そこで、成年後見制度を適切に利用できるよう、制度の普及・啓発を行うととも

に、中核機関の設置などにより地域連携ネットワーク体制を整備し、高齢者の権利擁護

を推進します。 
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第７章 高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進 

１ 生涯学習・生涯スポーツの推進 

（１）現状と課題 

高齢者の生きがいある生活を支援するため、各公民館では、高齢者教室を開催し、高

齢者の学習支援や地域での世代間交流などの事業を開催しています。 

また、生涯学習人材活用事業では、講座を受講するだけでなく、専門知識や技能を有

する高齢者が講師として登録しており、これまで培ってきた知識や経験を地域や次世代

に還元したり、知識や経験を生かして活躍したりすることができ、自身の生きがいづく

りに繋がっています。 

これからも生涯学習を推進する中で、高齢者の活躍をさらに推進する必要があります。 

   生涯スポーツ推進事業では、スポーツ教室やイベントなどで、年齢を問わず誰もが取

り組める種目を取り入れ、多くの高齢者の参加を得ています。 

   今後は、さらに高齢者の取り組み易いメニューを提供し、スポーツを通じた健康づく

りを目指します。 

 

（２）計画 

①多様な学習の場の創出 

   高齢者の自主グループを育成するため、生涯学習ガイドブックやインターネットなど

を利用した生涯学習情報を提供していきます。 

   また、公民館や生涯学習センターでは、高齢者教室や人材活用事業など生涯学習事業

を推進し、高齢者の学習活動を支援します。 

   さらに、高齢者の学習に関する要望や相談に対応し、学習機会の充実を図ります。 

 

②学習情報ネットワークの充実 

生涯学習センターを拠点に、各公民館や図書館などと連携し、講座や学習会などの情報提

供や学習相談、学習支援に努めていきます。また、学習情報の発信として、生涯学習ガイド

ブックや生涯学習センター広報紙の発行とともに、市のホームページでも講座や学習会の開

催について随時発信していきます。 

 

③スポーツ活動の充実 

高齢者が参加しやすく親しみやすいスポーツ教室やイベントを提供します。 

派遣依頼に応じて、高齢者の集まりにスポーツ推進員を派遣し、ニュースポーツなどの指

導を行います。 
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２ 就労の場の提供 

（１）現状と課題 

   企業などにおける高齢者の雇用の確保と、就労意欲を持って人生設計を立てていくた

めの環境整備を行う必要があります。 

   また、単純な雇用・就労の場の確保だけでなく、社会との関りを持ち続けられるよう

な場を提供することも必要です。さらに、農村などにおける高齢者の能力発揮や生きが

いづくりの場をつくることも必要となっています。 

 

（２）計画 

 ①シルバー人材センターへの支援 

   シルバー人材センターを支援し、技術発表による新たな取引先とのマッチング機会の

提供と、同種の技術を持つ高齢者のセンターへの登録を促進します。 

また、シルバー人材センター事業を支援することで、高齢者の職業訓練などの職業能

力開発への支援と、高齢者の知識や経験を活かした就業機会の拡大を図ります。 

 

 ②就業への支援 

   大野公共職業安定所や県と連携し、高齢者向けの就職相談会などの相談支援の情報提

供に努め、高齢者の就労機会の拡大を図ります。 

 

 ③農村活動への支援 

   高齢者の農業経営を維持できるように、少量多品目の栽培を促進し、道の駅や越前お

おの農林樂舎などの直売活動を活性化します。また、作業の省力化や効率化を図るため、

農業用機械の導入や施設整備に対して支援します。 
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３ 交流活動の充実 

（１）現状と課題 

   虚弱な高齢者の日常的な支え合いと併せて、元気な高齢者も生きがいを持って生き生

きと暮らしていくことも重要です。 

   高齢者が自ら健康の保持・増進に努め、生きがいを持って生活できるよう、健康づく

りや介護予防、閉じこもり予防などを目的とした交流活動、高齢者の長年培った知識・

技術などが発揮できる機会や活躍する場が求められています。 

   また、市老人クラブ連合会の会員は年々減少しており、クラブ加入の呼び掛けや事業

の見直しなどの取り組みが必要です。 

   本市が実施している高齢者ふれあいサロン事業は、委託による支援がなくなった後も、

自主的な運営が継続的に行えるよう、活動の中心となっている人への支援に努めるほか、

お出かけほっとサロン事業についても、利用者の拡大を図っていく必要があります。 

 

（２）計画 

 ①社会参加活動の支援 

   高齢者が地域社会で積極的な役割を果せるように、社会奉仕や老人クラブなどの団体

活動を通じた社会参加事業を支援することで、地域福祉活動の推進を図ります。 

 

 ②交流の場の提供 

   各地区公民館や集落センターなどを利用して、市内全域に高齢者ふれあいサロンを開

設し、高齢者のための交流の場を提供するとともに、地域での支えあいなどの連帯意識

の高揚を図ります。 

   交流の場での活動支援として、高齢者ふれあいサロンを実施する団体などが、サロン

実施の場として施設を整備するために必要な経費の一部に助成をします。 

   また、高齢者の持つ豊かな知識や技能などの技や集落に伝わる伝統・文化を基とした

集落（自治会）における世代間交流事業を通し、高齢者のみならず多世代との交流を推

進するとともに、地域づくりの担い手の育成を図ります。 

   老人クラブの会員など高齢者を対象に、市内温浴施設において、介護予防教室を行う

お出かけほっとサロンを通して、介護予防や健康づくりの推進を図ります。 

 

 ③高齢者の生きがいと健康づくり 

   高齢者の生きがいと健康づくりのために、市老人クラブ連合会が実施する文化活動や

スポーツ活動などを支援するとともに、ふくい健康長寿祭やねんりんピックなど高齢者

の知識や特技を活かせる場を提供します。 
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第８章 支援環境の整備 

１ 福祉教育の振興、広報活動の充実 

（１）現状と課題 

   住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるようにするためには、市民一人一人が

共に支え合い、地域福祉の推進に取り組んでいくことが重要です。そのためには市民自

らの参画と実践による地域福祉活動に対する支援が必要になっています。 

 

（２）計画 

 ①福祉教育の推進 

   教育委員会と連携し、市民学校やわく湧くお届け講座を活用した福祉教育を推進しま

す。 

   大野市社会福祉協議会が実施する福祉教育推進事業を通して、福祉体験教室の実施な

ど福祉教育の充実に努めます。 

 

 ②広報活動の充実 

 高齢者の学習機会を増やすため、高齢者が集う機会を活用し、チラシなどを配布したり、

分かりやすく見やすい市ホームページや生涯学習ガイドブックを作成したりするなどして、

情報提供に努めます。 

   民生委員・児童委員や福祉委員、老人家庭相談員、地域ボランティアなどの協力を得

ながら、高齢者向けサービスを集約した分かりやすいリーフレットを作成し配布するな

ど、介護保険制度の普及と各種サービスについての周知に努めます。 

    

 

２ 保健・医療・福祉サービスの提供 

（１）現状と課題 

   平成24年度より、「結とぴあ」において、市の関係課や関係機関・団体などが連携した保

健・医療・福祉のワンストップサービスを提供しています。 

 

（２）計画 

   結とぴあを中心に、関係機関などとの情報共有と連携により、だれもが気軽に相談で

きる包括的な相談窓口の充実を図っていきます。 
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３ 居住・生活環境の整備 

（１）現状と課題 

   高齢者などが住み慣れた地域で、安心して快適に日常生活を営むとともに、積極的に

社会活動に取り組める、安全で安心な居住環境をつくることが強く望まれており、高齢

者に配慮した福祉のまちづくりを推進する必要があります。 

 

（２）計画 

 ①福祉のまちづくり推進 

   あらゆる人が利用しやすいユニバーサルデザインの理念に基づき、全ての人が安全・

安心に、かつ、快適に暮らし、また訪れることができるまちづくりを推進します。 

   また、大野市立地適正化計画に基づき、高齢者にとって便利で健康的に安心して暮ら

し続けることができる地域づくりに努めます。 

 

 ②高齢者にやさしい住宅の整備 

   要介護高齢者などの日常生活を支援するために、手すりの取付けや段差の解消、洋式

トイレなどの改修工事に対して介護保険給付を行っています。 

   介護保険対象外の工事については、要介護高齢者住宅改造費助成事業などを活用し、

加齢などによる身体機能の低下や障がいが生じた場合にもそのまま住み続けられる、高

齢者に適応した住宅の整備を推進します。 

   大野市公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅の適切な維持管理と老朽化に伴う

改修を進めるとともに、高齢者の居住安定の確保のため、民間活力を活用した高齢者向

け住宅の家賃低廉化に要する費用の助成を維持します。 

   民間活力の活用や医療・保健施策との連携強化を図りながら、ニーズの多様化に的確

に対応し、高齢者が安心して生き生きと生活できる住宅の環境づくりに努めます。 

   また、女性消防団員を活用した高齢者宅防火訪問を行うことにより、住宅火災による高齢

者の犠牲を無くすことや災害発生時における安否確認活動などの円滑化を図ります。 

 

 ③住まいの安全確保 

   一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯には緊急通報システムを貸与するとともに、健

康に不安のある高齢者世帯などに救急医療情報キットを配布することにより、緊急時の

対応が迅速に行える体制の確立を図りながら、地域住民がお互いに助け合うコミュニテ

ィづくりに努めます。 

   また、地域ごとに設置する地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会を中心として、地域住

民の協力の下、一人暮らし高齢者宅などへの除雪支援を継続して実施します。 

 

 ④交通安全および消費者対策 
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   高齢者の交通事故防止のため、高齢者向けの交通安全教育を行い、交通安全意識の高

揚を図るほか、地区老人会を構成する単位クラブの長から推薦を受けた大野市シルバー

交通安全推進員に交通安全教育を行い、交通安全知識の普及活動を行います。 

   また、食品表示の偽装や悪質商法などの消費者問題、振り込め詐欺などの特殊詐欺の

犯罪などを未然に防止するため、消費者教育を強化していく必要があります。このため、

消費者相談センターでは、高齢者ふれあいサロンなどでの出前講座を積極的に開催する

とともに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所と連携しながら相談業務や情報

収集に努めます。 

 

 ⑤高齢者の外出支援 

   今後、高齢化が進み、自動車の運転ができなくなる高齢者が増えると予想されること

から、高齢者が住み慣れた地域で元気に住み続けられるよう、通院や買い物、社会参加

活動に気軽に出かけることができる地域の実情に合ったバスや乗合タクシーなどの移動

手段の維持に努めます。 

また、地域のサロン開催時や後期高齢者医療被保険者証交付説明会、介護保険被保険

者証交付に伴う説明資料送付の機会を活用し、高齢者に対し、バスや乗合タクシーなど、

公共交通の利用方法について広報を行うとともに、自分専用の時刻表である「マイ時刻

表」を作成することにより、公共交通の利用促進を図ります。 

   なお、高齢者の交通事故防止と外出支援を目的として、平成２４年度から６５歳以上

の運転免許自主返納者に対して、まちなか循環バス、乗合タクシー、市営バス、広域バ

スの市内利用の無料乗車券を１０年間交付する運転免許自主返納支援を今後も継続して

実施します。 

さらに、一人暮らし高齢者世帯や高齢者のみの世帯の方で、運転免許証返納などによ

り外出ができない高齢者に対し、タクシー割引チケットを配布し利用費の助成を行うこ

とで、高齢者世帯に対し外出支援をします。 

 

 

４ 支援体制の整備 

（１）現状と課題 

   高齢者が可能な限り住み慣れた自宅や地域で、健康で充実した生活を送りつづけられ

るよう支援する必要があります。このため、保健・医療・福祉の環境整備を図り、市民

一人一人が地域社会の一員として、思いやりと助け合いの心を持つ地域福祉体制の確立

が重要です。 

   また、災害発生時に、自主防災組織や自治会が一人暮らし高齢者などの避難行動要支援者

に対する避難支援活動や安否確認を円滑に行えるよう、市が作成する避難行動要支援者名簿

の関係機関による共有、一人一人の避難行動要支援者に対する具体的な避難支援計画（以下

「避難支援プラン」）の作成、それらの情報を活用した支援体制づくりや避難訓練の実施を推
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進する必要があります。 

 

（２）計画 

 ①保健・医療・福祉ネットワークの充実 

   市の関係課や関係機関・団体が「結とぴあ」内に集約し、保健・医療・福祉に関する

情報の一元化・共有化を図っています。さらなる連携によるきめ細かなサービスを提供

するとともに、隣接する市役所本庁舎との連携と相互調整を密にし、ワンストップサー

ビスの充実を目指します。 

   また、地域包括支援センターを中心に、地域の関係団体などと十分な連絡調整を行う

ことにより、要援護高齢者に対する質の高いサービス提供に努めます。 

   さらに、徘徊高齢者ＳＯＳネットワークや虐待防止ネットワーク会議による関係機関

の連携を密にして、見守り体制の強化を図ります。 

 

 ②かかりつけ医の推進 

   住民が身近で気軽に病気の相談や治療を受けることができ、総合病院や専門医療機関

との連携を図る役割も持つかかりつけ医について、医師会や歯科医師会の協力や各種講

座を通じて、住民への周知を図ります。 

   在宅の訪問歯科診察については、継続して実施します。 

 

③地域見守り体制の整備 

   民生委員・児童委員や福祉委員などの地域住民により、一人暮らしや高齢者のみの世

帯など気がかりな世帯の訪問や見守り活動を行っていますが、このような世帯の増加に

対応するため、これまでの見守り活動に加えて、民間事業者などの協力を得て、異変の

早期発見と迅速な支援につなげられるよう見守り体制を強化します。 

 

 ④災害時における支援体制の充実 

   自主防災組織の結成促進に取り組むとともに、その育成強化を図ります。 

   避難行動要支援者名簿を基に、自主防災組織や自治会、民生委員・児童委員、福祉委員

などの協力を得て、避難支援プラン作成を推進します。 

   避難行動要支援者名簿や避難支援プランの情報を活用した避難支援訓練を推進します。 

 

 ⑤介護における男女共同の推進 

   高齢化の進行、介護する人の高齢化、介護期間の長期化などにより、もはや介護は、

家族、とりわけ今まで介護を主として担ってきた女性だけで対応することが困難になっ

ています。このため、介護保険制度の円滑な運営、介護サービスの充実を図り、家庭に

おける介護負担を軽減させるとともに、男女が共に協力して介護を担える環境の整備に

努めます。 
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⑥福祉用具の貸与 

   介護保険給付対象外となる要介護１以下の要介護認定者などに対し、介護用特殊寝台

や車椅子の貸し出しを行い、在宅生活を支援します。 

 

⑦相談活動の充実 

   日常生活における様々な心配ごとに対して、心配ごと相談や弁護士による無料法律相

談などを定期的に実施し、高齢者や障がい者などが安心して生活できるよう支援します。 

 

 

 

５ 地域福祉の充実 

（１）現状と課題 

地域福祉を推進するためには、「縦割り」や、「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域の問題や課題を「我が事」として受け止め、支え合い、人と人、人と資源が世代や

分野を超えて「丸ごと」つながり、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が

重要となっています。 

地域の課題の解決に向けては、自治会単位だけでなく、公民館単位での地域コミュニ

ティ活動の活性化や、地域住民の福祉活動の母体となる地区社会福祉協議会を中心とし

た支え合い機能の強化などに取り組む必要があります。 

 

（２）活動 

 ①情報提供、広報活動 

   高齢者などが安心して生きがいのある生活を送るため、必要なサービスが利用できる

よう、広報おおのや社会福祉協議会の広報紙である「おおの社協だより」などで情報を

発信します。 

   また、地域での見守り活動をはじめ、高齢者ふれあいサロンや自治会の会合・行事な

ど、住民と直接交流することが多い民生委員・児童委員をはじめとする各種相談員を通

じた地域での声掛けによる情報提供や広報啓発活動を行っていきます。 

 

 ②地域での支え合い 

   民生委員・児童委員や福祉委員など地域の身近な支援者の活動支援や、地域課題や情

報の共有化などの連携強化など、各種委員が活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

   その他、虚弱な一人暮らしや高齢者のみ世帯へホームヘルパーを派遣する巡回相談や

声かけ事業などにより、地域での自立した在宅生活を支援します。 
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 ③ボランティア活動やＮＰＯなどの活動促進と支緩 

   高齢者が可能な限り家庭や地域で充実した生活を送ることができるよう、各種ボラン

ティア組織やＮＰＯ団体との連携を図りながら、地域福祉体制の確立を図ります。 

   災害時に高齢者を含めた被災者のニーズに合わせて活動する災害ボランティアについ

ても、大野市災害ボランティアセンター連絡協議会の運営により、ボランティア活動の

円滑化を図るとともに、研修会を開催し、知識・技術の向上を目指します。 

 

 ④交流活動の充実 

   高齢者の生きがいづくりと社会参加を支援するために、町内や集落などの小地域単位

でふれあいサロンを増設し、「通いの場」における地域の交流活動を拡充します。 

   また、市内の温浴施設を利用したお出かけほっとサロンや一人暮らし高齢者のつどい

などによる交流活動にも取り組みます。 

   さらに、高齢者が子育て親子や子どもたちとふれあう世代間交流を推進します。 

 

⑤集落ぐるみでの高齢者世帯支援の推進 

子どもと高齢者の交流イベントの実施などを積極的に行う集落に対して支援すること

により、高齢者世帯の健康的な生活を維持するとともに、集落機能や集落コミュティの

充実を図ります。 

 


